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令
和
元
年
九
月
二
十
七
日

第

四

十

二

号

増

刊

①

　
　
　
　

規
　
　
　
則
（
第
十
九
号－

第
二
十
四
号
）

○
水
産
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
漁
業
管
理
課
）
…
…
…
…
…
一

○
福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規

　

則�

（
公
園
街
路
課
）
…
…
…
…
一
〇

○
福
岡
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
会
計
管
理
局
会
計
課
）
…
…
…
…
一
〇

○
福
岡
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
税　

務　

課
）
…
…
…
…
一
二

○
福
岡
県
証
紙
代
金
収
納
計
器
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�

（
税　

務　

課
）
…
…
…
…
九
六

○
福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則�
（
税　

務　

課
）
…
…
…
…
九
六

　
　
　
　

告
　
　
　
示
（
第
三
百
二
十
五
号
）

○
福
岡
県
の
財
務
担
当
所
及
び
取
引
店
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す�

　

る
告
示�

（
会
計
管
理
局
会
計
課
）
…
…
…
…
九
七

　
　
　
　

正
　
　
　
誤

○
目
次
（
令
和
元
年
七
月
二
十
六
日
福
岡
県
公
報
第
二
十
四
号
増
刊
①
）
中
正
誤�
…
…
…
…
九
八

　

水
産
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
元
年
九
月
二
十
七
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
十
九
号

　
　
　

水
産
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

水
産
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
（
平
成
十
年
福
岡
県
規
則
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
七
条
第
二
項
第
三
号
中
「
議
決
」
を
「
決
議
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
第
一
項
中
「
第
八
十
六
条
第
二
項
、
第
九
十
二
条
第
三
項
」
を
「
第
九
十
二
条
第
三
項
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
出
資
一
口
」
を
「
組
合
（
漁
業
生
産
組
合
を
除
く
。
）
が
、
出
資
一
口
」
に

、
「
第
八
十
六
条
第
二
項
、
第
九
十
二
条
第
三
項
」
を
「
第
九
十
二
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三

項
中
「
出
資
一
口
」
を
「
組
合
（
漁
業
生
産
組
合
を
除
く
。
）
が
、
出
資
一
口
」
に
改
め
、
同
条
第
四

項
中
「
出
資
最
低
持
口
数
」
を
「
組
合
（
漁
業
生
産
組
合
を
除
く
。
）
が
、
出
資
最
低
持
口
数
」
に
改

め
、
同
条
第
十
一
項
を
削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

（
定
款
変
更
の
届
出
）

第�

九
条
の
二　

組
合
（
漁
業
生
産
組
合
を
除
く
。
）
が
、
主
た
る
事
務
所
及
び
従
た
る
事
務
所
の
所
在

地
の
名
称
の
変
更
又
は
関
係
法
令
の
改
正
（
条
項
の
移
動
等
当
該
法
令
に
規
定
す
る
内
容
の
実
質
的

な
変
更
を
伴
わ
な
い
も
の
に
限
る
。
）
に
伴
い
定
款
の
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
定

款
変
更
届
書
（
様
式
第
十
号
の
二
）
に
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２�　

漁
業
生
産
組
合
が
、
法
第
八
十
四
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
定
款
の
変
更
の
届
出
を
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
の
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
定
款
変
更
届
書
（
様
式
第
十
号
の
二
）
に
前

条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３�　

漁
業
生
産
組
合
が
、
出
資
一
口
の
金
額
を
減
少
す
る
た
め
に
定
款
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に

は
、
前
項
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

前
事
業
年
度
の
財
産
目
録
及
び
貸
借
対
照
表

　

二�　

法
第
八
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
及
び

催
告
を
し
た
こ
と
に
関
す
る
監
事
（
監
事
が
い
な
い
組
合
に
あ
っ
て
は
理
事
）
の
証
明
書

　

三�　

前
号
の
公
告
及
び
催
告
に
つ
い
て
、
債
権
者
の
異
議
が
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
旨
の

監
事
（
監
事
が
い
な
い
組
合
に
あ
っ
て
は
理
事
）
の
証
明
書
、
債
権
者
の
異
議
が
あ
っ
た
場
合
に

お
い
て
は
法
第
八
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
手
続

を
経
た
こ
と
に
関
す
る
監
事
（
監
事
が
い
な
い
組
合
に
あ
っ
て
は
理
事
）
の
証
明
書

４�　

漁
業
生
産
組
合
が
、
出
資
一
口
の
金
額
を
増
加
す
る
た
め
に
定
款
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
に

は
、
第
二
項
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
組
合
員
の
全
員
が
同
意
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５�　

漁
業
生
産
組
合
が
、
出
資
最
低
持
口
数
を
引
き
上
げ
る
た
め
に
定
款
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合

目
　
　
　
次

規
　
　
　
則
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に
は
、
第
二
項
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
そ
の
持
口
数
が
引
上
げ
後
の
最
低
持
口
数
に
達
し
な
い
組

合
員
の
全
員
が
同
意
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
十
条
第
一
号
及
び
第
十
一
条
第
一
号
中
「
議
決
」
を
「
決
議
」
に
改
め
る
。

　

第
十
二
条
第
一
項
中
「
第
八
十
六
条
第
三
項
、
第
九
十
二
条
第
四
項
」
を
「
第
九
十
二
条
第
四
項
」

に
改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
（
漁
業
生
産
組
合
の
設
立
申
請
の
場
合
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
条
の

次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

　

（
設
立
の
届
出
）

第�

十
二
条
の
二　

法
第
八
十
五
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
組
合
の
成
立
の
届
出
を
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
成
立
の
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
成
立
届
書
（
様
式
第
十
三
号
の
二
）
に
法
第
八
十
五

条
の
二
第
二
項
に
定
め
る
定
款
及
び
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

一　

登
記
事
項
証
明
書

　

二　

役
員
調
書
（
様
式
第
十
六
号
）

　

三　

役
員
の
履
歴
書

　

四　

発
起
人
の
名
簿
（
様
式
第
十
八
号
）

　

五　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

　

（
組
織
変
更
の
届
出
）

第�

十
二
条
の
三　

法
第
八
十
六
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
、
組
合
の
組
織
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
組
織
変
更
届
書
（
様
式
第
十
三
号
の
三
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
知
事
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

組
織
変
更
計
画

　

二　

組
織
変
更
計
画
を
承
認
し
た
総
会
の
議
事
録　

　

三　

組
織
変
更
に
係
る
登
記
事
項
証
明
書

　

四　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

　

第
十
三
条
中
「
第
八
十
六
条
第
四
項
、
第
九
十
六
条
第
五
項
」
を
「
第
九
十
六
条
第
五
項
」
に
、
「

議
決
」
を
「
決
議
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
解
散
の
届
出
）

第�

十
三
条
の
二　

法
第
八
十
五
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
組
合
の
解
散
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
解
散
の
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
解
散
届
書
（
様
式
第
十
九
号
の
二
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類

を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

解
散
理
由
書

　

二　

解
散
の
登
記
に
係
る
登
記
事
項
証
明
書

　

三　

事
業
報
告
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書

　

四�　

総
会
議
事
録
謄
本
（
法
第
八
十
六
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
八
条
第
一
項
第
一

号
の
事
由
に
よ
り
解
散
し
た
場
合
を
含
む
。
）

　

五　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

　

第
十
四
条
第
一
項
中
「
第
八
十
六
条
第
四
項
、
第
九
十
二
条
第
五
項
」
を
「
第
九
十
二
条
第
五
項
」

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
議
決
」
を
「
決
議
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
第
八
十
六
条
第
四
項
、

第
九
十
二
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

　

第
十
四
条
の
二
中
「
様
式
第
二
十
号
の
二
」
を
「
様
式
第
二
十
号
の
三
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四

条
の
三
と
し
、
第
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
合
併
の
届
出
）

第�

十
四
条
の
二　

法
第
八
十
五
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
合
併
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
合
併
の
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
合
併
届
書
（
様
式
第
二
十
号
の
二
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を

添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

登
記
事
項
証
明
書

　

二�　

法
第
八
十
六
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
九
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
及
び
催
告
を
し
た
こ
と
に
関
す
る
監
事
（
監
事
が
い
な
い

組
合
に
あ
っ
て
は
理
事
）
の
証
明
書

　

三　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

２�　

合
併
に
よ
っ
て
設
立
し
た
組
合
に
あ
っ
て
は
、
前
項
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
定
款
を
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
十
五
条
第
二
項
中
「
議
決
」
を
「
決
議
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
四
条
中
「
第
八
十
六
条
第
四
項
、
第
九
十
六
条
第
五
項
」
を
「
第
九
十
六
条
第
五
項
」
に
改

め
る
。

　

第
二
十
六
条
中
「
第
百
七
条
ま
で
及
び
第
百
九
条
か
ら
」
を
削
る
。

　

様
式
第
十
号
中
「第

86条
第
２
項
、
第
92条
第
３
項

」
を
「第

92条
第
３
項

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
号
の
二
中
「第

９
条

」
を
「第

９
条
の
２

」
に
、
「第

86条
第
２
項
、
第
92条
第
３
項

」
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を
「第

92条
第
３
項

」
に
改
め
、
「第

48条
第
４
項

」
の
次
に
「（

第
84条
の
７
第
２
項
）

」
を
加
え

る
。

　

様
式
第
十
三
号
中
「第

86条
第
３
項
、
第
92条
第
４
項

」
を
「第

92条
第
４
項

」
に
改
め
、
同
様
式

の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。
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様式第13号の２(第12条の２関係) 

 

成 立 届 書 

 

年  月  日 

 

 福岡県知事     殿 

 

組 合 名                

住 所                

設立発起人              印 

住 所                

設立発起人              印 

 

     組合が成立したので、水産業協同組合法第85条の２第４項の規定により、関係

書類を添えて届け出ます。 

 

 

 

 

 添付書類 

 

 

 

 

注 発起人は全員連署押印すること。 
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様式第13号の３(第12条の３関係) 

 

組 織 変 更 届 書 

 

年  月  日 

 

 福岡県知事     殿 

                    所在地 

組合名                

代表理事組合長              

 

 

     組合は組織を変更し、株式会社となりましたので、水産業協同組合法第86条の

９の規定により、関係書類を添えて届け出ます。 

 

 

 添付書類 

 



第 42 号 増刊①福 岡 県 公 報令和元年９月 27 日　金曜日 6
　

様
式
第
十
九
号
中
「第

86条
第
４
項
、
第
96条
第
５
項

」
を
「第

96条
第
５
項

」
に
改
め
、
同
様
式

の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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様式第19号の２(第13条の２関係) 

 

解 散 届 書 

 

年  月  日 

 

 福岡県知事     殿 

 

所在地                  

組合名                  

代表理事組合長            印 

 

   年  月  日成立の当組合は、  年  月  日に解散しましたので、水産業

協同組合法第85条の４第２項の規定により、関係書類を添えて届け出ます。 

 

 

 添付書類 
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様
式
第
二
十
号
中
「第

86条
第
４
項
、
第
92条
第
５
項

」
を
「第

92条
第
５
項

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
二
十
号
の
二
中
「第

14条
の
２

」
を
「第

14条
の
３

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
二
十
号

の
三
と
し
、
様
式
第
二
十
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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様式第20号の２(第14条の２関係) 

 

合 併 届 書 

 

年  月  日 

 

 福岡県知事     殿 

 

所在地                  

組合名                  

代表理事組合長            印 

 

 

 組合を合併したので(  組合と  組合は合併し  組合を設立したので)、水産業協

同組合法第85条の５第３項の規定により、関係書類を添えて届け出ます。 

 

 

 添付書類 
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様
式
第
三
十
四
号
中
「第

86条
第
４
項
、
第
96条
第
５
項

」
を
「第

96条
第
５
項

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
元
年
九
月
二
十
七
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
号

　
　
　

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

　

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
元
年
福
岡
県
条
例
第
十
一
号
）
の
施
行

期
日
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
と
す
る
。

　

福
岡
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
元
年
九
月
二
十
七
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
一
号

　
　
　

福
岡
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
　

別
表
三
警
察
本
部
交
通
指
導
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
表
三
田
川
保
健
福
祉
事
務
所
の
項
中
「
及
び
同
法
第
七
十
八
条
」
を
「
並
び
に
同
法
第
七
十
七
条

の
二
第
一
項
及
び
第
七
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
百
三
十
号
そ
の
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

保
健
福
祉
環

境
事
務
所

保
健
福
祉
事

務
所
（
田
川

保
健
福
祉
事

務
所
を
除

く
。）

生
活
保
護
法
に
基
づ
く
返

還
を
要
す
る
費
用
等
の
収

納
を
担
当
す
る
職
員

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
六�

十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
返
還
を
要
す
る
費
用
並
び
に
同
法

第
七
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
七
十
八
条
第
一
項
か
ら
第

三
項
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
徴
収
す
る
費
用
の
収
納
及
び
払

込
み
（
当
該
事
務
所
に
属
す
る
歳
入
に
限
る
。）
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様式第130号その1(第151条)(建設工事用) 

年度 
起工 

査定 
第   号 

  検 印 

  

予 定 価 格 調 書 

線   市   町 

筋   郡   村 
 大字   字 

                           工事 

     予定価格             入札書(見積書)比較価格 

      ￥                ￥             

     最低制限価格           最低制限比較価格 

     （又は低入札価格調査基準価格）  （又は低入札価格調査基準比較価格） 

      ￥                ￥             

  予定価格を付した年月日 

           年  月  日 

 備考 

  1 入札書(見積書)比較価格は、次の条件を満たす範囲内の最大の整数値とすること。 

 

     入札書(見積書)比較価格＜ 

 

  2 最低制限比較価格（又は低入札価格調査基準比較価格）は、次の条件を満たす範

囲内で最小の整数値とすること。 

 

   最低制限比較価格（又は低入札価格調査基準比較価格）≧ 

 

  3 検印欄には、決裁権者の検印を押印すること。 

予定価格+１ 

1.10 

最低制限価格（又は低入札価格調査基準価格） 

1.10 
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様
式
第
百
三
十
号
そ
の
二
の
備
考
中
「1.08

」
を
「1.10（

軽
減
税
率
対
象
品
目
に
つ
い

て
は
1.08）

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
百
三
十
号
そ
の
三
の
備
考
中
「1.08

」
を
「1.10

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
百
三
十
一
号
そ
の
一
及
び
様
式
第
百
三
十
二
号
そ
の
一
の
備
考
中
「108分

の
100

」
を

「110分
の
100

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
百
三
十
一
号
そ
の
二
及
び
様
式
第
百
三
十
二
号
そ
の
二
の
備
考
中
「108分

の
100

」
を

「
110分

の
100

」
に
、「８

％
」
を
「10％

」
に
、「108分

の
８

」
を
「110分

の
10

」
に
改
め
、
同
様

式
の
備
考
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

４
　
軽
減
税
率
対
象
品
目
に
つ
い
て
は
、
備
考
１
中
「
110分

の
100」

と
あ
る
の
は
「
108分

の
100

　
　

」
と
、
備
考
２
中
「
10％

」
と
あ
る
の
は
「
８
％
」
と
、
備
考
３
中
「
110分

の
10」

と
あ
る
の

　
　

「
108分

の
８
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　

様
式
第
百
三
十
一
号
そ
の
三
及
び
様
式
第
百
三
十
二
号
そ
の
三
の
備
考
中
「108分

の
100

」
を

「
110分

の
100

」
に
、「８

％

」
を
「10％

」
に
、「108分

の
８

」
を
「110分
の
10

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
百
三
十
三
号
の
二
の
備
考
中
「108分

の
８

」
を
「110分
の
10（

軽
減
税
率
対
象

品
目
に
つ
い
て
は
、
108分

の
８
）

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
百
三
十
四
号
の
備
考
中
「108分

の
８

」
を
「110分
の
10
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
百
七
十
五
号
及
び
様
式
第
百
七
十
五
号
の
二
の
備
考
中「1.08
」を「1.10（

軽
減
税
対
象
品

率
目
に
つ
い
て
は
1.08）

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　
（
施
行
期
日
等
）

１　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
福
岡
県
財
務
規
則
様
式
の
規
定
は
、
令
和
元

年
十
月
一
日
以
後
に
予
算
執
行
す
る
も
の
か
ら
適
用
す
る
。

　
（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
福
岡
県
財
務
規
則
様
式
の
規
定
に
よ
る
財
務
会
計
事
務
の
う
ち
、
令

和
元
年
九
月
三
十
日
以
前
に
履
行
が
完
了
す
る
も
の
に
係
る
事
務
処
理
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

　

福
岡
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
元
年
九
月
二
十
七
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
二
号

　
　
　

福
岡
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
年
福
岡
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
第
六
節　

自
動
車
取
得
税
（
第
六
十
条
―
第

　

目
次
中
「
第
五
十
九
条
」
を
「
第
六
十
二
条
」
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

第
六
節
の
二　

軽
油
引
取
税
（
第
六
十
三
条

六
十
二
条
の
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
「
第
六
節　

軽
油
引
取
税
（
第
六
十
三
条
―
第
七
十
条
の
七
）
」
に
、
「
第

―
第
七
十
条
の
七
）
」　

七
十
三
条
の
二
」
を
「
第
七
十
三
条
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
第
二
項
を
削
る
。

　

第
六
条
第
二
項
第
二
号
中
「
自
動
車
税
」
の
下
に
「
の
種
別
割
」
を
加
え
、
「
第
三
号
の
二
様
式
そ

の
六
」
を
「
（
第
三
号
の
二
様
式
そ
の
六
）
）
」
に
、
「
（
第
三
十
八
号
様
式
そ
の
三
）
）
」
を
「
（

第
三
十
八
号
様
式
そ
の
三
）
」
に
改
め
る
。

　

第
十
三
条
第
三
項
中
「
自
動
車
取
得
税
」
を
「
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
六
条
中
「
、
第
百
三
十
条
第
三
項
」
を
削
り
、
「
第
百
四
十
四
条
の
四
十
五
第
三
項
」
の
下

に
「
、
第
百
六
十
九
条
第
三
項
」
を
加
え
、
「
、
第
百
三
十
一
条
第
二
項
」
を
削
り
、
「
第
百
六
十
三

条
第
三
項
」
を
「
第
百
七
十
条
第
二
項
、
第
百
七
十
七
条
の
十
八
第
三
項
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
条
第
一
項
第
四
号
中
「
第
四
十
四
条
第
六
項
」
を
「
第
五
十
七
条
の
三
第
六
項
」
に
、
「
第

四
十
五
条
第
一
項
」
を
「
第
五
十
七
条
の
四
第
二
項
」
に
、
「
自
動
車
取
得
税
」
を
「
自
動
車
税
の
環

境
性
能
割
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
三
条
の
二
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中
「
第
三
十
七
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第
三
十�

七
条
の
二
第
十
二
項
」
に
改
め
る
。

　

「
第
六
節　

自
動
車
取
得
税
」
を
削
る
。

　

第
六
十
条
か
ら
第
六
十
二
条
の
二
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
十
条
か
ら
第
六
十
二
条
ま
で　

削
除

　

第
二
章
第
六
節
の
二
を
同
章
第
六
節
と
す
る
。
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第
七
十
一
条
第
一
項
中
「
第
四
十
九
条
第
二
項
」
を
「
第
五
十
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項

中
「
に
よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

　

（
環
境
性
能
割
の
申
告
書
等
）

第�

七
十
一
条
の
二　

条
例
第
五
十
六
条
第
一
項
の
申
告
書
及
び
同
条
第
二
項
の
報
告
書
は
、
第
百
十
二

号
様
式
、
第
百
十
三
号
様
式
又
は
第
百
二
十
一
号
の
七
様
式
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
譲
渡
担
保
財
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
の
免
除
等
の
手
続
）

第�

七
十
一
条
の
三　

条
例
第
五
十
七
条
の
三
第
三
項
の
申
告
書
は
、
第
百
二
十
一
号
の
八
様
式
に
よ
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２�　

所
長
は
、
前
項
の
申
告
書
に
よ
る
申
告
に
対
す
る
処
分
を
決
定
し
た
と
き
又
は
条
例
第
五
十
七
条

の
三
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
徴
収
猶
予
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
第
百
二
十
一
号
の
九
様
式
に
よ
る

通
知
書
に
よ
り
申
告
者
又
は
徴
収
猶
予
を
受
け
て
い
る
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３�　

条
例
第
五
十
七
条
の
三
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
環
境
性
能
割
の
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

第
百
二
十
一
号
の
八
様
式
に
よ
る
申
請
書
を
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４�　

所
長
は
、
条
例
第
五
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
税
義
務
を
免
除
し
た
と
き
は
、
第
百�

二
十
一
号
の
十
様
式
に
よ
る
通
知
書
に
よ
り
納
税
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
自
動
車
の
返
還
が
あ
つ
た
場
合
の
環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
の
免
除
又
は
還
付
の
手
続
）

第�

七
十
一
条
の
四　

条
例
第
五
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
の
免
除
又
は
還

付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
百
二
十
一
号
の
十
一
様
式
に
よ
る
申
請
書
を
所
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２�　

所
長
は
、
条
例
第
五
十
七
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
納
税
の
義
務
を
免
除
し
た
と
き
は
、
第
百
二
十�

一
号
の
十
様
式
に
よ
る
通
知
書
に
よ
り
申
請
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
条
例
付
則
第
九
条
の
二
の
十
の
規
則
で
定
め
る
路
線
）

第�

七
十
一
条
の
五　

条
例
付
則
第
九
条
の
二
の
十
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
路
線
は
、
道
路
運
送
法

（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
三
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
一
般
旅
客
自
動
車
運
送
事

業
を
経
営
す
る
者
が
、
福
岡
県
バ
ス
運
行
対
策
費
補
助
金
交
付
要
綱
（
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
五

日
十
三
交
対
第
二
百
二
十
五
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
地
域
間
幹
線
系
統
確
保
維
持
費
補
助
金
の
う

ち
車
両
減
価
償
却
費
等
補
助
金
を
受
け
て
運
行
を
す
る
路
線
と
す
る
。

　

第
七
十
二
条
の
見
出
し
中
「
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
五
十
四
条

」
を
「
第
五
十
七
条
の
十
一
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
二
条
の
二
の
見
出
し
中
「
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
に
よ
つ

て
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
二
条
の
三
中
「
第
四
十
八
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
九
条
第
一
項
」
に
、
「
第
五
十
四
条
の

二
」
を
「
第
五
十
七
条
の
十
二
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
三
条
の
見
出
し
中
「
自
動
車
税
」
を
「
種
別
割
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
五
十
七
条
」
を
「

第
五
十
七
条
の
十
四
」
に
改
め
る
。

　

様
式
目
次
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

七
十
三
の

二
の
二

七
十
三
の

二
の
三

七
十
三
の

二
の
四

法
人
事
業
税
及
び
地
方
法
人
特
別
税

の
徴
収
猶
予
申
請
書

法
人
事
業
税
及
び
地
方
法
人
特
別
税

の
徴
収
猶
予
延
長
申
請
書

法
人
県
民
税
、
法
人
事
業
税
及
び
地

方
法
人
特
別
税
の
徴
収
猶
予
（
延
長

）
許
可
（
不
許
可
）
（
取
消
）
通
知

書

三
十
九
条
の

二
の
二

三
十
九
条
の

二
の
二

三
十
四
条
の

六三
十
九
条
の

二
の
三

七
十
三
の

二
の
二

七
十
三
の

二
の
三

七
十
三
の

二
の
四

法
人
事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
税

の
徴
収
猶
予
申
請
書

法
人
事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
税

の
徴
収
猶
予
延
長
申
請
書

法
人
県
民
税
、
法
人
事
業
税
及
び
特

別
法
人
事
業
税
又
は
地
方
法
人
特
別

税
の
徴
収
猶
予
（
延
長
）
許
可
（
不

許
可
）
（
取
消
）
通
知
書

三
十
九
条
の

二
の
二

三
十
九
条
の

二
の
二

三
十
四
条
の

六三
十
九
条
の

二
の
三

百
十
一

百
十
一

の
二

百
十
一
の

三百
十
二

自
動
車
税
課
税
免
除
申
請
書

課
税
免
除
申
請
に
係
る
自
動
車
の
使

用
実
績
報
告
書

条
例
第
四
十
九
条
第
一
項
第
三
号
の

課
税
免
除
決
定
通
知
書

自��

動��

車��

税
申
告
書
（
報
告
書
）

自
動
車
取
得
税

（
そ
の
一
、
そ
の
二
、
そ
の
三
、
そ

の
四
）
（
新
規
用
）

四
十
九
条

四
十
九
条

四
十
九
条

四
十
二
条

四
十
三
条

五
十
四
条

七
十
一
条

七
十
一
条

七
十
一
条

六
十
条

七
十
二
条
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に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

百
十
一�

百
十
一
の

二�百
十
一
の

三�百
十
二�

百
十
三

自
動
車
税
（
種
別
割
）
課
税
免
除
申

請
書

課
税
免
除
申
請
に
係
る
自
動
車
の
使

用
実
績
報
告
書

自
動
車
税
（
種
別
割
）
の
課
税
免
除

決
定
通
知
書

自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
・
種
別
割

）
申
告
書
（
報
告
書
）
（
そ
の
一
、

そ
の
二
、
そ
の
三
、
そ
の
四
）
（
新

規
用
）

自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
・
種
別
割

）
申
告
書
（
報
告
書
）
（
そ
の
一
、

そ
の
二
、
そ
の
三
、
そ
の
四
）
（
移

転
変
更
用
及
び
抹
消
・
転
出
用
）

五
十
条

五
十
条

五
十
条

五
十
六
条

五
十
七
条
の
十�

一五
十
六
条

五
十
七
条
の
十�

一

七
十
一
条

七
十
一
条

七
十
一
条

七
十
一
条
の

二七
十
二
条

七
十
一
条
の

二七
十
二
条

百
十
三
の

三百
十
三
の

四�百
十
三
の

五�百
十
三
の

六百
十
四

自
動
車
税
第
二
次
納
税
義
務
免
除
申

告
書

自
動
車
税
第
二
次
納
税
義
務
免
除
承

認
（
不
承
認
）
通
知
書

所
有
権
留
保
付
自
動
車
の
買
主
の
住

所
等
に
係
る
報
告
の
請
求
書
（
そ
の

一
、
そ
の
二
、
そ
の
三
）

所
有
権
留
保
付
自
動
車
の
買
主
の
住

所
等
報
告
書
（
そ
の
一
、
そ
の
二
、

そ
の
三
）

自
動
車
税
納
税
証
明
書
（
そ
の
一
、

そ
の
二
）

五
十
四
条
の
二

五
十
四
条
の
二

五
十
七
条

七
十
二
条
の

二七
十
二
条
の

二七
十
二
条
の

三七
十
二
条
の

三七
十
三
条

百
十
三
の

三百
十
三
の

四

自
動
車
税
（
種
別
割
）
第
二
次
納
税

義
務
免
除
申
告
書

自
動
車
税
（
種
別
割
）
第
二
次
納
税

義
務
免
除
承
認
（
不
承
認
）
通
知
書

七
十
二
条
の

二七
十
二
条
の

二

百
二
十
一

の
六

百
二
十
一

の
七

百
二
十
一

の
八�

百
二
十
一

の
九

百
二
十
一

の
十

百
二
十
一

の
十
一

　
　
　
　
　
　

申
告
書

自
動
車
取
得
税
報
告
書
（
そ
の
一
、

そ
の
二
、
そ
の
三
、
そ
の
四
）

自
動
車
取
得
税
修
正
申
告
書
（
そ
の

一
、
そ
の
二
、
そ
の
三
、
そ
の
四
）

自
動
車
取
得
税
の
納
税
義
務
免
除
申

　
　
　
　
　
　
　

還　
　

付　
　

申

告　

書

請　

書
（
譲
渡
担
保
関
係
）

自
動
車
取
得
税
徴
収
猶
予
許
可
（
不

許
可
、
取
消
）
通
知
書

自
動
車
取
得
税
納
税
（
付
）
義
務
免

除
通
知
書

自
動
車
取
得
税
の
納
税
義
務
免
申
除

　
　
　
　
　
　
　

還　
　

付　
　

申

告　

書

請　

書

四
十
二
条

四
十
三
条

四
十
二
条

四
十
四
条

四
十
四
条

四
十
四
条

四
十
五
条

六
十
条

六
十
条

六
十
一
条

六
十
一
条

六
十
一
条

六
十
二
条

百
十
三

自��

動��

車��

税
申
告
書
（
報
告
書
）

自
動
車
取
得
税

（
そ
の
一
、
そ
の
二
、
そ
の
三
、
そ

の
四
）
（
移
転
変
更
用
及
び
抹
消
・

転
出
用
）

四
十
二
条

四
十
三
条

五
十
四
条

六
十
条

七
十
二
条

百
十
三
の

五百
十
三
の

六百
十
四

所
有
権
留
保
付
自
動
車
の
買
主
の
住

所
等
に
係
る
報
告
の
請
求
書
（
そ
の

一
、
そ
の
二
、
そ
の
三
）

所
有
権
留
保
付
自
動
車
の
買
主
の
住

所
等
報
告
書
（
そ
の
一
、
そ
の
二
、

そ
の
三
）

自
動
車
税
（
種
別
割
）
納
税
証
明
書

（
そ
の
一
、
そ
の
二
）

五
十
七
条
の
十 

二五
十
七
条
の
十 

二五
十
七
条
十
四

七
十
二
条
の

三七
十
二
条
の

三七
十
三
条

百
二
十
一

の
六

百
二
十
一

の
七

百
二
十
一

の
八�

百
二
十
一

の
九

（
削
除
）

自�

動�

車�

税
（
環
境
性
能
割
）
修
正

軽
自
動
車
税

申
告
書
（
そ
の
一
、
そ
の
二
、
そ
の

三
、
そ
の
四
）

自�

動�

車�

税
（
環
境
性
能
割
）
の　

軽
自
動
車
税

納
税
義
務
免
除
申
告
書
（
譲
渡
担
保

還　

付　

申　

請　

書

関
係
）

自�
動�
車�
税
（
環
境
性
能
割
）
徴
収

軽
自
動
車
税

五
十
六
条

五
十
七
条
の
三

五
十
七
条
の
三

七
十
一
条
の

二七
十
一
条
の

三七
十
一
条
の

三
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第
三
号
様
式
そ
の
三
の
二
か
ら
第
三
号
様
式
そ
の
三
の
五
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

百
二
十
一

の
十

百
二
十
一

の
十
一

猶
予
許
可
（
不
許
可
、
取
消
）
通
知

書自�

動�

車�

税
（
環
境
性
能
割
）
納
税

軽
自
動
車
税

義
務
免
除
通
知
書

自�

動�

車�

税
（
環
境
性
能
割
）
の　

軽
自
動
車
税

納
税
義
務
免
除
申
請
書

還　

付　

申　

請　

書

五
十
七
条
の
三

五
十
七
条
の
四

七
十
一
条
の

三七
十
一
条
の

四
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第
３
号
様
式
そ
の
３
の
２

（
第

６
条

関
係

）
 

 
（

第
１

紙
）

 
（

第
２

紙
）

 
（

第
３

紙
）

 

 

 
 

 
 

1 

 
 

 
 

1
 
2
 
3
 
 

1
 
2
 
3
 
 

 
 

 
 

2
 

 
 

 
 

 
 

C 
＃

 
 

 
 
 

3
  

 
 

 
 

 
C 

＃
 

 
 

 
 

 
 

福
岡

県
自

動
車

税
（

種
別

割
） 

 
 

 
 

福
岡

県
自

動
車

税
（

種
別

割
） 

7
 

 
 

福
岡

県
自

動
車

税
（

種
別

割
） 

7
 

自
動

車
税

（
種

別
割

）
納

税
通

知
書

・
領

収
証

書

 
兼

納
税
証
明

書
（
継
続

検
査
・
構

造
等

変
更
検
査

用
）
 

 公
 

 
 

 
 

 
 

納
付

書
・

郵
便

振
替

依
頼

書
 

 

 

公
 

 
 

 
 

  
領

収
済

通
知

書
 

 

 

公
 

 
 口

座
番

号
 

 
 

 
 

 
 

―
 

 
 

 
―

 

 
  

 口
座

番
号

 
 

 
 

 
 

 
―

 
 

 
 

―
 

 
 
 

 口
座

番
号

 
 

 
 

 
 

 
―

 
 

 
 

―
 

 
 

加
入

者
 

福
岡

県
 

 
 

  県
税

事
務

所
出

納
員

 
加

入
者

 
福

岡
県

 
 

 
  県

税
事

務
所

出
納

員
 

加
入

者
 

福
岡

県
 

 
 

  県
税

事
務

所
出

納
員

 

税
率

 
円
 
課

税
月

数
 

月
 
第

 
 

 
 

号
 

税
率

 
円

 
課

税
月

数
 

月
 
第

 
 

 
 

号
 

税
率

 
円
 
課

税
月

数
 

月
 
第

 
 

 
 

号
 

 
 

 
 

 
 

 
 （

住
所

・
氏

名
）

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 
  

 （
住

所
・

氏
名

）
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 
 
 

 （
住

所
・

氏
名

）
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

様
 

 
 

 
 

4
 

 
 

 
 

 
5 

 
 

7 
 
8 

 
 

 
 

 
12 

 
4
 

 
 

 
 

 
 

5 
 

 
7 

 
8
 

 
 

 
 

 
1
2 

 
 登

録

番
号
 

福
岡
 

2
 

久
留

米
 

4
 

車
種

 
ひ

ら

が
な
 

番
号

 
C
D 

 
  

 登
録

番
号
 

福
岡
 

2
 

久
留

米
 

4
 

車
種

 
ひ

ら

が
な
 

番
号

 
C
D 

 
 
 

 登
録

番
号
 

福
岡
 

2
 

久
留

米
 

4
 

車
種

 
ひ

ら

が
な
 

番
号

 
C
D 

 
 

福
 

1
 

北
九

州
 

3
 

筑
豊
 

5
 

 
  

  
 
 

 
 
  

  
  

 
 

 
 

 
福

 

1
 

北
九

州
 

3
 

筑
豊
 

5
 

 
  

  
 
 

 
 

  
  

  
 
 

 
福

 

1
 

北
九

州
 

3
 

筑
豊
 

5
 

 
  

  
 
 

 
 

  
  

  
 
 

 
 

 
 

1
4 

 
 

 
16 

 
 

18 
 

 
 

 
 

 
 

 
19 

1
4 

 
 

 
16 

 
 

18 
 

 
 

 
 

 
 

 
19 

 
 課

税
年

度
 
 
 

年
度

分
 

 
  

 
期

別
 

 
 納

付
区

分
 
 

 
 

  
 課

税
年

度
 
 

 
年

度
分

 
 

  
 
期

別
 

 
 
納

付
区

分
 
 

 
 

 
 

 課
税

年
度

 
 

 
年

度
分

 
 
  

 
期

別
 

 
 
納

付
区

分
 
 

 
 

 

 

税
額

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
  

税
額

 
2
0 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

税
額

 
2
0 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
延

滞
金

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
延

滞
金

 
2
8  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
延

滞
金

 
2
8 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

合
計

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
合

計
 

3
6  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
合

計
 

3
6 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

納
期

限
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
 

 
納

期
限

 
年

 
 

月
 

 
日

 
 
 

 
納

期
限

 
年

 
 

月
 

 
 日

 
 

印
 

 
 

 
 

 
 

 
上

記
の

金
額

を
納

付
し

て
く

だ
さ

い
。

 

  
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 

  
 

福
岡

県
 

 
 

県
税

事
務

所
長

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

上
記

の
と

お
り

領
収

し
ま

し
た

。
 

 
 

 
 

 
 郵

便
振

替
依

頼
書
 
払

出
口

座
番

号
 
 

 
 
 
 

 取
引

店
 
福

岡
銀

行
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
支

店
 
 
 

 
上

記
金

額
を

私
名

義
の

上
記

口
座

か
ら

払
い

出
し

、
納

付
し

て
く

だ

さ
い

。
 

  

上
記

の
と

お
り

納
付

し
ま

す
。

 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
 

44 
 

 
 

 
 

  
 

4
9  

取
り

ま
と

め
郵

便
局
 
 

 
 

 
 

郵
便

局
 〒

 

  
 

 
上

記
の

と
お

り
領

収
し

た
の

で
通

知
し

ま
す

。
 

4
4 

 
 

 
 

  
 

4
9 

自
動

車
税

（
種

別
割

）
納

税
証

明
書

 

（
継

続
検

査
・

構
造

等
変

更
検

査
用

）
 

 
 

領
収

印
の

な
い

も
の

又
は

有
効

期
限

が
＝

で
抹

消
し

て
あ

る
も

の
は

納
税

証

明
に

な
り

ま
せ

ん
。

 

 
 

 
 

有
効

期
限

 

 

領
収

日
付

印
 

 
   

払
出

請
求

人
 

 
氏

名
 

 

 
 

 
 

 
印

 
 

 
 

 
 

領
収

日
付

印
 

 
 

 
 

領
収

日
付

印
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 

 
納

付
場

所
は

第
２

紙
の

裏
面

を
御

覧
く

だ
さ

い
。（

納
税

者
交

付
用

） 

 

 
財

二
業

第
89
4号

承
認

 
 

 
 

 
 

 
 

（
金

融
機

関
保

管
用

）
 

 

（
県

税
事

務
所

送
付

用
）
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第

３
号

様
式

そ
の

３
の

３
（

第
６

条
関

係
）

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

自
動

車
税
（

種
別
割

）
納

税
証
明

書
 

（
継

続
検

査
・
構

造
等

変
更
検

査
用

）
 

            
 

 
福

岡
県
 

 
 

 
県
税

事
務
所

長
 

 
 
 

 
 

 
公

 
福
岡
県

 
自
動
車
税
（
種
別
割

） 
納
付
書

 
公

 
福
岡
県

 
自

動
車

税
（

種
別

割
）
  

 
年
度

 
納

税
通
知
書

兼
領
収

証
書

 
（

納
税

者
用

）
 

公
 
福

岡
県
 
自

動
車

税
（

種
別

割
）
 
 

 
年

度
納

入
済

通
知

書
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
（
店
舗
控

）
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
口

座

番
号
 

 
 

加
入

者
名

 

福
岡

県
 県

税
事

務
所

出
納

員
 

 
 

□切り取らないで郵便局・金融機関・コンビニ等にお出しください。 

加
入

者
名

口
座

番
号

 

福
岡
県
 
 
県
税
事
務
所
出
納
員

 

 

切り取らないで郵便局・金融機関・コンビニ等にお出しください。  

 
 

 
 
収

納
機

関
番

号
 

 
 

納
付

番
号

 

 
 

確
認

番
号

 

 
 

納
付

区
分

 

 
 

 
 

税
額
 

円
 

登
録

番
号

 

 
 

C
D 

 
 

課
税

年
度
 

年
度

 
税

目
 

自
動

車
 

（
種

別
割

）
 

延
滞

金
 

円
 

  

合
計

金
額

 
円

 

納
期

限
 

年
 
 
月
 
 
日
 

 

 
 口

座
番

号
 
 
 

加
入

者
名

 
福
岡

県
 

県
税

事
務
所

出
納
員

 
 

 税
額

 
 

 
 

 
 
 

 
 

円
 

 
 

 
 

登
録

番
号

 
 
 

 
 

登
録
番
号
 

延
滞

金
 
 

 
 
 

 
 

 
 
円
 

納
期

限
 
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

車
台

番
号

 
 
 

 
 

領
収

日
付

印
 

 
 

納
付

者

氏
名
 

様
 

 
 
納

期
限
 

 
年

 
月

 
日

 
税

額
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
円

 
 

  
 

合
計
金

額
 

 
 

 
 
 

 
 
 

円
 

管
理

I
D 

 
 

  

納付者 

氏名 

様
 

延
滞

金
 

 
 
 

 
 

 
 
 

0
 

0
 

円
 

   
裏
面
を
参
照
の
う
え
、
上
記
の

と
お
り

納
付
し
て

く
だ
さ
い
。
 

 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 

 
 
日

 

上
記

の
金

額
を

領
収

し
ま
し
た

。
 

 
 

有
効

期
限

 
年

 
 
月

 
 

日
 

登
録

番
号

 
 

 
領

収
日

付
印

 
 
 

  

合
計

 

金
額

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

円
 

領
収

証
紙

・
印

紙
は

不
要

で
す

。
 

 
 

領
収
日
付
印
 

 
 

ＣＳＶ収納用 

 
 

収
納

代
行

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
ご

注
意

）
 

バ
ー

コ
ー

ド
が

な
い

も
の

や
金

額
訂

正
し

た
も

の
は

コ
ン

ビ
ニ

エ
ン

ス
ス

ト
ア

で
は

納
付

で
き

ま
せ

ん
。
 

 
 

こ
の

納
税

証
明

書
は

車

検
を

受
け

る
と

き
に

必

要
で

す
。

 

【
車

検
証

】
と

一
緒

に
保

管
し

て
く

だ
さ
い

。
 

領
収
日

付
印

 
 

 

 （
県

税
事

務
所

送
付

用
）

 

 （
受

付
局

→
取

り
ま

と
め

店

→
加

入
者

）
 

 
 

こ
の
通
知
書
で
の
コ
ン
ビ
ニ
の

取
扱
い

は
 

月
 

日
（
※

）
ま
で

で
す
。

 

※
納

期
限

で
は

あ
り

ま
せ

ん
。

納
期

限
を

過
ぎ

る
と

延
滞

金
が

加
算

さ
れ

る
場

合
が

あ
り

ま

す
。
 

  

 
上

記
金

額
を

受
領

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 
 

（
コ

ン
ビ

ニ
本

部
控

）
 

 
取

引
店

 
福

岡
銀

行
 

 
取
り
ま
と
め
店

 
郵

便
番

号
81
2―

8
79
4 

ゆ
う
ち
ょ
銀

行
 
福

岡
貯

金
事
務

セ
ン
タ
ー

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
AT
M読

取
不

可
 

  

（
金
融
機
関
保
管
／
店
舗
控
用
）

 
 

 

 
 

 

お支払いの際は、切り取らないでお出しください。 

（
納

税
者

交
付

用
）
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第
３
号
様
式
そ
の
３
の
４

（
第

６
条

関
係

）
 

 

       
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
様

 

             

電
話

番
号

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
福

岡
県

 
自

動
車

税
（

種
別

割
）

 

納
付

書
 

 
福

岡
県

 自
動

車
税

（
種

別
割

）
納

税
通

知
書

・
領

収
証

 兼
 納

税
証

明
書

（
継

続
検

査
・

構
造

等
変

更
検

査
用

）
 

 
  
 

 
福

岡
県

 
自

動
車

税
（

種
別

割
）

納
入

済
通

知
書

 
1
 

c
♯

 

8
2 

 
 

 
 

 
 

登
録

番
号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 加

入

者
名

 福
岡

県
 

県
税

事
務

所
出

納
員

 

口
座

番
号

  
 

合
計

金
額

 
円

  
  

 加
入

者
名
 

口
座

番
号
 福

岡
県
 

 
 

 
 
県

税
事

務
所

出
納

員
  

 
実

績
年

分
 

年
度
 

年
度

  
 

税
目
 3
 

登
録

番
号

 5
 

 
 

 
 

 
 

 
1
6 実

績

年
分

 1
7
 

 
 

 
 

 
2
3 連

番
 2
4 

実
績

年
分
 

年
度

 
住

所
 

 
 

 
 

調
定

事
由

 2
6 

C
D 

2
8 

課
税

年
度
 2
9 

納
付

事
由
 3
2 

課
税

県
税

 3
3 

納
期

限
  

 
氏

名
 

様
 

 
 

 
 税

額
 

円
  

 
税

額
 

円
  

 

 
  
 

 
 

延
滞

金
額

 
円
 

延
滞

金
額
 

円
 

 
 

合
計

金
額

 
円
 

合
計

金
額
 

円
 

氏
名
 

 

様
 

納
期

限
 

 
 

年
 

 
月

 
 
日

 
 

 

 
 税

額
 3
5 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

課
税

事
務

所
 

領
収

日
付

印
 

 
 

延
滞

金
額
 4
6 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 福

岡
県
 

県
税

事
務

所
 

1
0
1
 

 
 

 
 

 
 

1
0
6 

 
 

 
 
上

記
の

金
額

を
納

付
し

て
く

だ
さ

い
。

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
福

岡
県

 
 

 
 

 
 

 
 

県
税
事

務
所

長
 

合
計

金
額
 9
0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

円
 

 
登

録

番
号

 

 
 

住
所

 

氏
名

 
様

 

課
税

事
務

所
 

領
収

日
付

印
 

 
 

 
 
上

記
の

と
お

り
領

収
し

ま
し

た
。

 

 
 

自
動

車
税

（
種

別
割

）
納

税
証

明
書

（
継

続
検

査
・

構
造

等
変

更
検

査
用

）
 

 
 
有

効
期

限
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 

 
 

領
収

印
の
な

い
も

の
又

は
有

効
期

限
が

＊
＊

で
抹
消

し
て
あ

る
も

の
は

納
税

証
明

に
は

な
り

ま
せ

ん
。

 

 
 
納

付
場

所
は

裏
面

に
記

載
し

て
い

ま
す

。
 

領
収

日
付

印
 

 
 

福
岡

県
 

 

県
税

事
務

所
 

 
 

 
 

 
 

（
県

税
事

務
所

送
付

用
）

 

 
取

引
店

 

 
上

記
金

額
を

受
領

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 

  
取

り
ま

と
め

局
 
〒

81
2―

8
79
4 

受
付

局
→

取
り

ま
と

め
局

→
加

入
者

 

 
ゆ

う
ち

ょ
銀

行
 
福

岡
貯

金
事

務
セ

ン
タ

ー
 

（
金

融
機

関
保

管
用

）
 

（
納
税

者
交
付

用
）
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第３号様式その３の５（第６条関係）      

自動車税（種別割）納税通知書（一括納付用） 

住所又は所在地 

氏名又は名称                       様 

  区 分 年度自動車税（種別割）           

登 録 番 号 別添納付書一覧表のとおり 

合 計 税 額 円 

納 期 限 年   月   日       

備 考   

上記のとおり別添納付書により納付してください。 

   年   月   日 

                                    印 

 

        福岡県     県税事務所長        

 

                                           

納付場所  福岡県指定金融機関、福岡県収納代理金融機関、九州内の郵便局（沖縄県を除く）、

福岡県の各県税事務所 

法的根拠  地方税法第146条、福岡県税条例第48条 

教  示  １ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して３か月以内に、福岡県知事に対して審査請求をすることができます。 

        なお、審査請求をする場合、審査請求書は、正副２通を提出しなければなりませ

んが、なるべく所轄県税事務所長を経由して提出することとしてください。 

      ２ この処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ

提起することができません。審査請求の裁決を経た後は、その裁決があったことを

知った日の翌日から起算して６か月以内に福岡県を被告として（代表者は福岡県知

事となります。）この処分の取消しの訴えを提起することができます。 

ただし、次の（１）から（３）までのいずれかに該当する場合には、審査請求に

対する裁決を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができます。 

（１）審査請求があった日の翌日から起算して３か月を経過しても裁決がないと

き。 

（２）処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急

の必要があるとき。 

（３）その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１

年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなり、また、審査請求に対す

る裁決のあった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、処分の取消しの訴え

を提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間

やこの処分（審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過し

た後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認めら

れる場合があります。 

 

延滞金 

 

 

 

 

 

 

備考 「延滞金」の下部に、当該年における延滞金の計算方法等を記載すること。 

 



第 42 号 増刊①福 岡 県 公 報令和元年９月 27 日　金曜日 20
　

第
三
号
様
式
そ
の
三
の
八
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
３
号
様
式
そ
の
３
の
８
（

第
６
条

関
係

）
 

 
 
 

 
  

■
納
付
に
つ

い
て

 

 
 

あ
な
た
に
賦
課
さ
れ
た
自
動
車

税
（
種
別
割
）

は
、

左
記

の
金

融
機

関
の

預
金

口
座

か
ら

納
期

限
（
納
期
の
末
日

）
に
自
動
振
替
に
よ
り
納
税
さ

れ
ま
す
。

 

  
■

自
動
車

税
（
種

別
割
）

の
法
的

根
拠

に
つ

い

て
 

 
 

自
動
車
税
（
種
別
割

）
は
、
自
動
車
の
所
有
者

（
所

有
権

留
保

付
き

割
賦

販
売

の
場

合
は

使
用

者
）
に
課

税
さ
れ
ま
す
（
地
方
税
法

第
14
6条

、

福
岡
県
税
条
例
第

48条
）
。
 

 

■
延
滞
金
に

つ
い
て

 

 
 

口
座

振
替

日
に

お
い

て
残

高
不

足
等

に
よ

り

口
座

振
替

が
行

え
な

か
っ

た
場

合
に

は
、

口
座

振
替

日
以

降
に

納
付

書
を

送
付

し
ま

す
の

で
、

当
該

納
付

書
に

よ
り

納
税

を
行

っ
て

く
だ

さ

い
。
な
お

、
そ
の
際
の
延
滞
金
は
、
法
律
に
基
づ

き
納

期
限

の
翌

日
か

ら
計

算
さ

れ
ま

す
の

で
、

あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

 

  
■

自
動
車

税
（
種

別
割
）

住
所
変

更
申

出
書

に

つ
い
て

 

 
 

自
動
車
税
（
種
別
割
）
住
所
変
更
申
出
書
の
記

載
事

項
の

う
ち

、
①

登
録

番
号

②
車

台
番

号
③

管
理

Ｉ
Ｄ

に
つ

い
て

は
、

下
表

か
ら

転
記

し
て

く
だ
さ
い
（
車
台
番
号
は
下
３
桁
の
み
）
。

 

登
録
番
号

 
 

車
台
番
号

 
 

管
理
Ｉ
Ｄ

 
 

 
 

  
■
お

問
い
合

わ
せ
先

 

・
課
税
に
関
す
る
も
の

 

県
税
事
務
所
収
税

課
自
動
車
税
係

 

・
口
座
振
替
納
税
に
関
す
る
も
の

 

県
税
事
務
所
収
税
課
収
納
係

 

   

 
福
岡
県

 
自
動
車
税
（
種
別
割
）

 
 
 

年
度
 

納
税
通
知
書
（
口
座
振
替
）

 

 
 

 
 課

税
年
度

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年
度
 
 
 税
 
 

 
額

 

（
振
替
額
）
 

円
 
 
 

登
録
番
号

 
納

 
期

 
限

 

（
振
替
日
）
 

年
   

月
 
 

日
 

 
 

上
記

の
金

額
を

下
記

の
口

座
よ

り
振

替

し
ま
す
。

 

 

金
融
機
関
名

 

支
店

名
 

預
金

種
別
 

口
座

番
号
 

口
座
名
義
人

 

 
 
 

 

 
  
 
 

年
 
 
 
月

 
 
 

日
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第
三
号
様
式
そ
の
七
中
「自

動
車
取
得
税

」
を
「自

動
車
税
若
し
く
は
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割

」

に
改
め
る
。

　

第
三
号
の
二
様
式
そ
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
３
号
の
２
様
式
そ
の
６

（
電
算
用

）（
第
６
条
関
係
）
 

 

（
第
１
紙
）
 

（
第

２
紙

）
 

（
第
３
紙

）
 

 
 

 
1 

c
# 

8
2 

 
 

  
福

岡
県

 
自

動
車

税
（

種
別

割
）

 

納
付

書
 

 
福

岡
県
 
自

動
車
税
（
種

別
割
）

県
税
額

変
更
通

知
書
 

兼
 

領
収
証
書

 
 

  
 

 
福
岡
県
 

自
動
車
税
（
種
別
割
）
納
入
済
通
知
書
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 登

録
番

号
 

 
 

 
 税

額
 

円
 

 
 

 
 加

入

者
名
 

福
岡
県
 

県
税
事
務
所
出
納
員

 

口
座

番
号

 

 
 

合
計

金
額
 

円
 

 
  

 加
入

者
名

口
座

番
号
 

福
岡

県
 

 
 

 
県

税
事

務
所

出
納

員
 

 
 

住
所

 
 
 

延
滞

金
額

 
円
 

年
度
 

 
 

税
目

 
3
 

登
録

番
号

 

5
 

 
 

 
 

 
 

1
6 

実
績

年
分

 

1
7
 

 
 

 
 

 
2
3 

連
番

 
2
4 

実
績

年
分
 

年
度

 
氏

名
 

様
 

合
計

金
額

 
円
 

調
定

事
由
 

2
6 

C
D 

2
8 

課
税

年
度
 

2
9 

納
付

事
由

 

3
2 

課
税

県
税
 

3
3 

納
期
限

 
 
 

 
 

課
税

年
度

 
年

度
 

納
期

限
 

年
 
 

月
 

 
日

 
 
 

 
 税

額
 

円
 

 
 

実
績

年
分

 
年

度
 

 
 

 
  

 
 
 

延
滞

金
額
 

円
 

当
初

の
課
税

額
（

イ
） 

円
 

差
引

額
（

ロ
） 

円
 

 
 

合
計

金
額
 

円
 

変
更

後
の

額
 

（
ハ

）
＝

（
イ

）
－

（
ロ

）
 

円
 

氏
名

 

  

様
 

既
に

納
付

し
て

い
る

額
（

ニ
）
 

円
 

 
 税

額
 

3
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

円
 

課
税
事
務
所
 

領
収

日
付

印
 

 
 

差
引

納
付

す
べ

き
額
 

（
ホ

）
＝

（
ハ

）
－

（
ニ

）
 

円
 

延
滞

金
額

 
4
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

円
 

福
岡
県
 

県
税
事
務
所
 

1
0
1 

 
 
 
 
 

 
 

1
06  

合
計

金
額

 
9
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

円
 

登
録

番
号
 

 
 

変
更

理
由
 

年
 

月
 
日
 

 

住
所
 

氏
名
 

 

様
 

 
 

課
税

事
務

所
 

領
収

日
付

印
 

 
上

記
登

録
の

自
動

車
税

（
種

別
割

）
を

変
更

し
ま

し
た

の

で
通
知

し
ま
す
。

 

な
お
、
差

引
納
付
す

べ
き
額
が
あ
る

場
合
は

、
そ

の
税
額
（
税

額
に

よ
っ

て
は

、
延

滞
金

を
加

算
の

上
）

を
裏

面
記

載
の

納

付
場
所

に
お
い
て

、
速
や
か
に
納

付
し
て

く
だ
さ
い
。

 

 
既

に
納

め
ら

れ
て

い
る

場
合

は
、

行
き

違
い

で
す

の
で

ご

了
承
く

だ
さ
い
。

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
年
 
 
月

 
 

日
 

 
 
 

 
 
 
福

岡
県
 
 
県
税

事
務
所

長
 
 
 
印
 

領
収

日
付

印
 

 
 

 
 

福
岡

県
 

 

 

県
税

事
務

所
 

 
 

 
 

（
県
税
事
務
所
送

付
用

）
 

 
 

 
取
引
店
 

 
上

記
金

額
を

受
領

し
た

の
で

通
知

し

ま
す
。
 

取
り
ま
と
め
局
 

〒
81
2―

8
79
4 

受
付
局
→
取
り
ま
と
め
局

→
加

入
者

 

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
 

福
岡
貯
金
事
務
セ
ン
タ
ー
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
金

融
機

関
保

管
用

）
 

裏
面

の
注
意

事
項
を
参

照
し
て

く
だ
さ
い
。

 
（
納

税
者
交

付
用
）
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第
三
号
の
二
様
式
そ
の
八
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
３
号
の
２
様
式
そ
の
８
（
第
６
条
関
係
）
 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様
 

            

電
話
番
号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 
◎

自
動

車
の
登
録

手
続
き
は

お
早
め
に

 

  
 

 
自

動
車

税
（

種
別

割
）

は
、

毎
年

4
月

1
日
現

在
運
輸

支
局
又

は
自

動
車
検

査
登
録

事
務

所
に

登
録

さ
れ

て
い

る
自

動
車

に
つ

い
て

、
そ
の

所
有

者
（

売
主

が
所

有
権

を
保

留
し

て

い
る

場
合
は

、
買
主
）

に
課
税
さ

れ
ま
す
。

 

 
 

 
自

動
車

を
他
人

に
譲

渡
し
た

り
、

下
取

り
に

出
し

た
場
合

、
又

は
自

動
車

を
使

用
し

な

く
な

っ
た
場

合
に
は
、
早

め
に
運

輸
支
局
又
は
自

動
車
検

査
登

録
事
務

所
で
登
録
（
移
転

・

抹
消

）
を

し
て
く
だ

さ
い
。
 

 
 

 
そ

の
手

続
き
を

し
な

い
と
毎

年
自

動
車

税
（

種
別

割
）
が

課
税

さ
れ

る
こ

と
に

な
り

ま

す
。

 

 
 

 
ま

た
、

住
所
が

変
わ

っ
た
場

合
も

、
早

め
に

運
輸

支
局
又

は
自

動
車

検
査

登
録

事
務

所

で
住

所
変
更

の
手
続
き

を
し
て
く

だ
さ
い
。

 

  
 

◎
身

体
障

害
者

の
方

が
使

用
さ

れ
る

自
動

車
に

つ
い

て
は

、
自

動
車

税
（
種

別
割

）
が

減

免
さ

れ
る
場
合

が
あ
り
ま

す
。
詳
し

く
は
県

税
事
務
所
に

お
尋
ね

く
だ
さ
い
。

 

 
 

 
福

岡
県

 
自

動
車

税
（

種
別

割
）

 

納
付

書
 

 
福

岡
県

 
自

動
車
税
（

種
別
割
）

県
税
額
変
更

通
知
書

 
兼
 

領
収
証
書
 

 
  

 
 

福
岡
県

 
自
動
車
税
（
種
別
割
）
納
入
済
通
知
書
 

1
 

c
♯
 

8
2 

 
 

 
 

 
 登

録
番

号
 

 
 

 
 税

額
 

円
  

 

 
 

 
 

 
 
加
入

者
名
 福

岡
県

 

県
税
事
務
所
出
納
員

 

口
座

番
号

  
 

合
計

金
額
 

円
  

  
 加
入

者
名
 

口
座

番
号
 福

岡
県
 

 
 

 
 

県
税

事
務

所
出

納
員

  
 

住
所
 

 
 
延

滞
金

額
 

円
 

年
度
  

 
税
目
 3
 

登
録

番
号

 5
 

 
 

 
 

 
 

 
1
6 実

績

年
分
 1
7
 

 
 

 
 

 
2
3 連

番
 2
4 

実
績

年
分
 

年
度

 
氏

名
 

様
 
合

計
金

額
 

円
 

 
 

調
定

事
由
 2
6 

C
D 

2
8 

課
税

年
度

 2
9 

納
付

事
由

 3
2 

課
税

県
税
 3
3 

納
期
限

  
 

納
期

限
 

年
 
 
月
 

 
日

 
課

税
年

度
 

年
度
 

 
 

 
 税

額
 

円
  

 
実

績
年

分
 

年
度
 

 
 

 
 

当
初

の
課

税
額
（

イ
）
 

円
 

 
  

 
 

 
延

滞
金

額
 

円
 

差
引

額
 

 
 

（
ロ
）
 

円
 

変
更

後
の

額
 

（
ハ

）
＝
（

イ
）
－
（
ロ

） 
円
 

 
 

合
計

金
額
 

円
 

 既
に

納
付

し
て

い
る

額
（

ニ
）

 
円
 

氏
名

 

 

様
 

 
 税

額
 3
5 

円
 

課
税
事
務
所

 
領
収
日
付
印

 
 

 
差

引
納

付
す

べ
き
額
 

（
ホ

）
＝
（

ハ
）
－
（

ニ
） 

円
 

延
滞

金
額
 4
6 

円
 福

岡
県

 

県
税
事
務
所

 

1
0
1
 

 
 

 
 

 
 

1
0
6 

 
合

計
金

額
 9
0 

円
 

登
録

番
号
  

 
変

更
理

由
 

年
 

月
 

日
 
 
 

住
所

 

氏
名

 
様

 

 
 

課
税

事
務

所
 

領
収

日
付

印
 

 
 
上

記
登

録
の
自
動

車
税
（
種

別
割

）
を
変

更
し
ま
し
た

の
で
通

知
し

ま
す

。
 

 
な

お
、
差

引
納

付
す
べ

き
額
が
あ

る
場
合
は
、
そ
の

税
額
（
税
額

に
よ

っ
て

は
、
延

滞
金
を
加

算
の
上

）
を
裏
面

記
載
の

納
付
場
所
に

お
い
て

速
や

か
に

納
付
し
て

く
だ
さ
い

。
 

 
 
既

に
納

め
ら
れ
て

い
る
場
合

は
、
行

き
違

い
で
す
の
で

ご
了
承

く
だ

さ
い

。
 

年
 

 
月
 

 
日
 

福
岡

県
 
 
 

 
 
県
税

事
務
所

長
 

領
収
日
付

印
 

 
 

福
岡

県
 

 

県
税

事
務

所
 

 
 

 
 

 
 

（
県
税
事
務
所
送
付
用

）
 

 
取
引
店
 

 
上

記
金

額
を

受
領

し
た

の
で

通
知
し
ま
す
。

 

  
取
り
ま
と
め
局
 

〒
81
2―

8
79
4 

 
 

 受
付
局
→
取
り
ま
と
め
局
→
加
入
者

  
（

金
融

機
関

保
管

用
）

 
 

 
裏

面
の

注
意
事
項

を
参
照
し

て
く
だ
さ

い
。

 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
（
納
税
者

交
付
用

）
 

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
 

福
岡
貯
金
事
務
セ
ン
タ
ー
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第
十
七
号
の
三
様
式
そ
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
17号

の
３

様
式

そ
の

２
（

第
13条

関
係

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

自
動

車
税

（
種
別

割
）

納
税
証

明
書

 

（
継

続
検

査
・

構
造
等

変
更

検
査

用
）

 

            
 

 
福

岡
県

 
 
 

 
県

税
事
務

所
長

 

 
 
 

 
 

 
公
 
福
岡
県

 
自
動
車
税
（
種
別
割

） 
納
付
書

 
公

 
福
岡
県
 

自
動
車
税
（

種
別
割

）
 

年
度
 

領
収
証

書
 

（
納
税

者
用
）

 
公

 
福

岡
県

 
自

動
車

税
（

種
別

割
） 

 
 

年
度

納
入

済
通

知
書

 
 

 
 

 

 
 

（
店
舗
控

）
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
口

座

番
号
 

 
 

加
入

者
名

 

福
岡

県
 県

税
事

務
所

出
納

員
 

 
 

□切り取らないで郵便局・金融機関・コンビニ等にお出しください。 

加
入

者
名

口
座

番
号

 

福
岡
県
 
 
県
税
事
務
所
出
納
員

 

 

切り取らないで郵便局・金融機関・コンビニ等にお出しください。  

 
 

 
 
収

納
機

関
番

号
 

 
 

納
付

番
号

 

 
 

確
認

番
号

 

 
 

納
付

区
分

 

 
 

 
 

税
額

 
円

 

登
録

番
号

 

 
 

C
D 

 
 

課
税

年
度
 

年
度

 
税

目
 

自
動

車
 

延
滞

金
 

円
 

  

合
計

金
額

 
円

 

納
期

限
 

年
 
 
月
 
 
日
 

 

 
 口

座
番

号
 
 
 

加
入

者
名

 
福
岡

県
 

県
税

事
務
所

出
納
員

 
 
 税

額
 

 
 
 

 
 
 

 
 

円
 

 
 

 
 

登
録

番
号

 
 

 
 

 

登
録
番
号
 

延
滞

金
 
 

 
 
 

 
 

 
 
円
 

納
期

限
 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

車
台

番
号

 
 

 
 

 
領

収
日

付
印

 
 

 
納

付
者

氏
名

 
様

 

 
 
納

期
限
 

 
年

 
月

 
日

 
税

額
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
円
 
 

  
 

合
計

金
額

 
 

 
 
 

 
 

 
 
円

 
管

理
I
D 

 
 

  

納付者 

氏名 

様
 

延
滞

金
 

 
 
 

 
 
 
 

 
0
 

0
 

円
 

   
裏
面
を
参
照
の
う
え
、
上
記
の

と
お
り
納

付
し
て

く
だ
さ
い
。
 

 
 
 
 
 
 
年
 
 
 
月
 

 
 
日

 

上
記

の
金

額
を

領
収

し
ま
し
た

。
 

 
 

有
効

期
限

 
年

 
 

月
 
 

日
 

登
録

番
号

 
 
 

領
収
日

付
印
 

 
 

  

合
計

額
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

円
 

領
収

証
紙

・
印

紙
は

不
要

で
す
。

 
 
 

領
収
日
付
印
 

 
 

ＣＳＶ収納用 

 
 

収
納

代
行

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
ご

注
意

）
 

バ
ー

コ
ー

ド
が

な
い

も
の

や
金

額
訂

正
し

た
も

の
は

コ
ン

ビ
ニ

エ
ン

ス
ス

ト
ア

で
は

納
付

で
き

ま
せ

ん
。
 

 
 

こ
の

納
税

証
明

書
は

車

検
を

受
け

る
と

き
に

必

要
で
す

。
 

【
車
検

証
】
と
一

緒
に

保

管
し
て

く
だ

さ
い
。

 

領
収

日
付

印
 

 
 

 （
県

税
事

務
所

送
付

用
）

 

 （
受

付
局

→
取

り
ま

と
め

店

→
加

入
者
）

 

 
 

こ
の
通
知
書
で
の
コ
ン
ビ
ニ
の

取
扱
い

は
 

月
 

日
（
※

）
ま
で

で
す
。

 

※
納

期
限

で
は

あ
り

ま
せ

ん
。

納
期

限
を

過
ぎ

る
と

延
滞

金
が

加
算

さ
れ

る
場

合
が

あ
り

ま

す
。
 

  

 
上

記
金

額
を

受
領

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
。

 
 

（
コ

ン
ビ

ニ
本

部
控

）
 

 
取

引
店

 
福

岡
銀

行
 

 
取
り
ま
と
め
店

 
郵

便
番

号
81
2―

8
79
4 

ゆ
う
ち
ょ
銀

行
 
福

岡
貯

金
事
務

セ
ン
タ
ー
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
AT
M読

取
不

可
 

  

（
金
融
機
関
保
管
／
店
舗
控
用
）

 
 

 

 
 

 

お支払いの際は、切り取らないでお出しください。 

（
納

税
者

交
付
用

）
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第
十
九
号
の
二
様
式
そ
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
号
の
２
様
式
そ
の
２

（
第

13条
関

係
）

 

  備考 用紙の大きさは、各紙とも縦十八センチメートル横八・五センチメートルとすること。 

(
第

1紙
) 

(
第
2紙

) 
(
第
3紙

) 

 
  
 

 
［

納
付

(入
)委

託
］

 

領
収

証
書

 
 

 
  
 

 
［
納
付

(入
)委

託
］
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第
二
十
二
号
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式
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二
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号
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式
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の
二
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の
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う
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る
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 （裏） 

 

 

１．申請について 

     申請書の提出は、本人ではなく代理人により行っても差し支えありませんが、なるべく 

身体障がい者等の現況を承知する人が来所してください。 

２．記載について 

     この申請書は、福岡県の県税事務所に提出してください。ただし、新規登録の場合は、 

申請をする際に運輸支局又は自動車検査登録事務所に併設する所在地を管轄する県税事務 

所分室に提出してください。 

  ３．提出書類等について 

  

○ ○ ○ ○
○
※２

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○
○
※４

○
※４

○

○
※５

○

○

○

運転免許証（写し・両面）

使用状況等証明書（原本）　　　　　　※６

常時介護証明書（原本）

社会保険証（写し）

戸籍抄本（原本）

住民票（原本・発行から3ヶ月以内）　※３

同　　じ
住民票

自動車検査証（原本）

身体障害者手帳等（原本）　　　　　　※１

　　　　　　　　　　　　　　手帳所有者・車の所
　　　　　　　　　　　　　　　　有者・運転者の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　世帯状況
　　　提出書類

本　人

家　　　　族

別　居同　居

常時介護
証　　明

社会保険
証の被扶
養者と被
保険者

異なる住
民票だが
住民票の
住所地が

同じ

 

  

  ※１ 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳のことです。 

     複数手帳をお持ちの方はそれぞれの手帳の提示が必要です。 

  ※２ 世帯全員の身体障害者手帳等が必要です。 

  ※３ 世帯全員で続柄記載のものが必要です（マイナンバーは不要です。）。 

  ※４ 両世帯の者が必要です。 

  ※５ 手帳所有者を基準に、車の所有者・運転者が三親等以内とわかるものが必要です。 

  ※６ 身体障がい者等の方が生計の資を得ていること若しくは通学、通園、通所又は通院して 

いることの証明が必要です。 

  その他ご不明な点がございましたら、各県税事務所にお尋ねください。 
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 （裏） 

 

 

１．申請について 

     申請書の提出は、本人ではなく代理人により行っても差し支えありませんが、なるべく 

身体障がい者等の現況を承知する人が来所してください。 

２．記載について 

     この申請書は、福岡県の県税事務所に提出してください。ただし、新規登録の場合は、 

申請をする際に運輸支局又は自動車検査登録事務所に併設する所在地を管轄する県税事務 

所分室に提出してください。 

  ３．提出書類等について 

  

○ ○ ○ ○
○
※２

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○
○
※４

○
※４

○

○
※５

○

○

○

運転免許証（写し・両面）

使用状況等証明書（原本）　　　　　　※６

常時介護証明書（原本）

社会保険証（写し）

戸籍抄本（原本）

住民票（原本・発行から3ヶ月以内）　※３

同　　じ
住民票

自動車検査証（原本）

身体障害者手帳等（原本）　　　　　　※１

　　　　　　　　　　　　　　手帳所有者・車の所
　　　　　　　　　　　　　　　　有者・運転者の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　世帯状況
　　　提出書類

本　人

家　　　　族

別　居同　居

常時介護
証　　明

社会保険
証の被扶
養者と被
保険者

異なる住
民票だが
住民票の
住所地が

同じ

 

  

  ※１ 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳のことです。 

     複数手帳をお持ちの方はそれぞれの手帳の提示が必要です。 

  ※２ 世帯全員の身体障害者手帳等が必要です。 

  ※３ 世帯全員で続柄記載のものが必要です（マイナンバーは不要です。）。 

  ※４ 両世帯の者が必要です。 

  ※５ 手帳所有者を基準に、車の所有者・運転者が三親等以内とわかるものが必要です。 

  ※６ 身体障がい者等の方が生計の資を得ていること若しくは通学、通園、通所又は通院して 

いることの証明が必要です。 

  その他ご不明な点がございましたら、各県税事務所にお尋ねください。 
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第
二
十
二
号
様
式
そ
の
三
の
一
中
「自

動
車
税

」
を
「自

動
車
税
（
種
別
割
）

」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
二
号
様
式
そ
の
三
の
二
中
「自

動
車
税

」
を
「自

動
車
税
（
種
別
割
）

」
に
、
「通

信
書

」

を
「通

知
書

」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
二
号
様
式
そ
の
四
の
一
及
び
第
二
十
二
号
様
式
そ
の
四
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第 号様式その４の１（第15条関係） 

  

   受 付 印 決 裁 係 員 係 長 課 長 副所長 所 長 

 
 
 
 
 
 
 
 

※
印
の
欄
は
、
記
載
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。 

 

  

  

  年 月 日 
          

お願い 

 自動車税

（種別割）の

減免申請で

は、身体障害

者手帳等の

提示をお願

いする場合

があります。 

 詳しくは

裏面をお読

みください。 

    

申請者 

（納税義務者） 

住 所   

年   月   日 

福 岡 県 知 事 殿 

氏 名 
印  

（電話   ―   ―   ） 

個人番号 

又は 

法人番号 
（右詰で記載） 

 

             

      
     減免申請書 

（身体障がい者等の利用に供する自動車に対する減免） 

  下記のとおり自動車税・軽自動車税（環境性能割）を減額・免除されるよう申請します。 

      ※ ※   

区 分 年 度 減免前の税額 減免する額 減免後の税額 自動車登録番号 

環 境性能 割       

  

福 岡 

北九州 

久留米 

筑 豊 
種 別 割       

登 録

年月日 
  種 別   用 途   

車体の

形 状 
  

型 式   車台番号   
使用の本

拠の位置 
  

自動車の取得価額   
特別の使用又は構造

変更に要した費用 
  

特別の仕様又は構造 

変更を施した箇所 
  

自 動 車 の

使 用 目 的 

  

 

※ 

通知書発送 

年 月 日 

番 号 

 

年  月  日 

第    号 

※ 

 

処理事績 

税 第  号 申告書又は 
課税状況

一 覧 表 

（3）、（4）、（5） 
     印 

  年 月  日 

（記載については、裏面をお読みください） 

 

自 動 車 税  

軽自動車税（環境性能割） 
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（裏） 

 

 

 

１ 記載について 

 

 （１） この申請書は、当該自動車の定置場を管轄する県税事務所長に提出してください。 

    ただし、証紙徴収の方法によって徴収される自動車税又は軽自動車税（環境性能割）の減免申請書は、

登録申請をする際に運輸支局又は自動車検査登録事務所の所在地を管轄する県税事務所長に提出してくだ

さい。 

 （２） 「自動車の取得価額」の欄は、自動車税及び軽自動車税の環境性能割の課税標準基準額及び税額一覧表

（以下「一覧表」という。）に記載のあるものについては、その課税標準基準額に特別の仕様又は構造変更

に要した費用を加算した額を記載してください。 

    また、一覧表に記載のないものについては、自動車の価額から付加物とならないものを控除して得た額

に特別の仕様又は構造変更に要した費用を加算した額を記載してください。 

 （３） 「特別の仕様又は構造変更を施した箇所」の欄は、運転装置、固定装置、昇降装置等具体的に記載して

ください。 

 （４） 「自動車の使用目的」の欄は、身体障がい者等についての自動車の具体的使用方法を記載してください。 

 

２ 添付書類について 

 

 （１） 特別の仕様又は構造変更を施した業者の見積書 

 （２） 自動車検査証の写し 

 

３ 身体障害者手帳等の提示について 

 

   自動車税（種別割）の減免申請において、「当該自動車の使用目的」が使用者の家族である身体障がい者等の

方の利用であり、その身体障がい者等の方が身体障害者手帳等の交付を受けておられる場合は、身体障害者手

帳等を提示してください。 

  ※ 「身体障害者手帳等」とは、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳をい

います。 
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第 号様式その４の２（第15条関係） 

  

   受 付 印 決 裁 係 員 係 長 課 長 副所長 所 長 

 
 
 
 
 
 
 
 

※
印
の
欄
は
、
記
載
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。 

  

  

  年 月 日 
          

お願い 

 自動車税

（種別割）の

減免申請で

は、身体障害

者手帳等の

提示をお願

いする場合

があります。 

 詳しくは

裏面をお読

みください。 

    
申請者 

 

（納税義務者） 

住 所   

年   月   日 

福 岡 県 知 事 殿 
氏 名 

印  

（電話   ―   ―   ） 
      

     減免申請書 

（身体障がい者等の利用に供する自動車に対する減免） 

  下記のとおり自動車税・軽自動車税（環境性能割）を減額・免除されるよう申請します。 

      ※ ※   

区 分 年 度 減免前の税額 減免する額 減免後の税額 自動車登録番号 

環 境性能 割       

  

福 岡 

北九州 

久留米 

筑 豊 
種 別 割       

登 録

年月日 
  種 別   用 途   

車体の

形 状 
  

型 式   車台番号   
使用の本

拠の位置 
  

自動車の取得価額   
特別の使用又は構造

変更に要した費用 
  

特別の仕様又は構造

変更を施した箇所 
  

自 動 車 の

使 用 目 的 
  

※ 

通知書発送 

年 月 日 

番 号 

 

年  月  日 

第    号 

※ 

 

処理事績 

税 第  号 申告書又は 
課税状況

一 覧 表 

（3）、（4）、（5） 
     印 

  年 月  日 

（記載については、裏面をお読みください） 

自 動 車 税  

軽自動車税（環境性能割） 
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（裏） 

 

 

 

１ 記載について 

 

 （１） この申請書は、当該自動車の定置場を管轄する県税事務所長に提出してください。 

    ただし、証紙徴収の方法によって徴収される自動車税又は軽自動車税（環境性能割）の減免申請書は、

登録申請をする際に運輸支局又は自動車検査登録事務所の所在地を管轄する県税事務所長に提出してくだ

さい。 

 （２） 「自動車の取得価額」の欄は、自動車税及び軽自動車税の環境性能割の課税標準基準額表及び税額一覧

表（以下「一覧表」という。）に記載のあるものについては、その課税標準基準額に特別の仕様又は構造

変更に要した費用を加算した額を記載してください。 

    また、一覧表に記載のないものについては、自動車の価額から付加物とならないものを控除して得た額

に特別の仕様又は構造変更に要した費用を加算した額を記載してください。 

 （３） 「特別の仕様又は構造変更を施した箇所」の欄は、運転装置、固定装置、昇降装置等具体的に記載して

ください。 

 （４） 「自動車の使用目的」の欄は、身体障がい者等についての自動車の具体的使用方法を記載してください。 

 

２ 添付書類について 

 

 （１） 特別の仕様又は構造変更を施した業者の見積書 

 （２） 自動車検査証の写し 

 

３ 身体障害者手帳等の提示について 

 

自動車税（種別割）の減免申請において、「当該自動車の使用目的」が使用者の家族である身体障がい者等

の方の利用であり、その身体障がい者等の方が身体障害者手帳等の交付を受けておられる場合は、身体障害者

手帳等を提示してください。 

  ※ 「身体障害者手帳等」とは、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳をい

います。 
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第 号様式その３（第15条関係）     

  

申請者 

納 税

義 務 者 

住 所   

氏 名 様 

 
               減 免 決 定 通 知 書 

 
（身 体 障 が い 者 等 に 対 す る 減 免） 

 
    年   月   日申請のあった自動車税又は軽自動車税（環境性能割）が下記の
とおり減免されましたので、お知らせします。 

種     別     割 
環   境 

性  能  割 

自 動 車 登 録

（ 車 両 ） 番 号 

納税通知書番号

又 は 照 合 番 号 
年度 

減免前の

税 額 

減免される

税 額 

減免後の

税 額 

減 免

される額 

福 岡 

北九州 

久留米 

筑 豊 

  
  

円 円 円 円 

  

備 考 

年   月   日     

                                                                   印 

 

福岡県     県税事務所長         

 

次の事由が生じたときは、速やかに当事務所にご連絡ください。 

１ この自動車を使用しなくなったとき又は使用目的を変更したとき。 
２ 身体障害者手帳等の再交付又は記載事項に変更があったとき。 
３ 運転免許の取消し、あるいは条件の変更等があったとき。 
４ 運転者と障がい者が同居しなくなったとき。 
５ その他、減免申請書に記載した事項に変更があったとき。 

 

教示 

この処分に係る審査請求等については別紙をご覧ください。 

 

自 動 車 税  

軽自動車税（環境性能割） 
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別紙

教示

１　この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、福

　岡県知事に対して審査請求をすることができます。

　　なお、審査請求をする場合、審査請求書は、正副２通を提出しなければなりませんが、なるべく所轄県

　税事務所長を経由して提出することとしてください。

２　この処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができま

　せん。審査請求の裁決を経た後は、その裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に福

　岡県を被告として（代表者は福岡県知事となります。）この処分の取消しの訴えを提起することができま

　す。

　　ただし、次の（１）から（３）までのいずれかに該当する場合には、審査請求に対する裁決を経ない

　で、この処分の取消しの訴えを提起することができます。

  （１）審査請求があった日の翌日から起算して３か月を経過しても裁決がないとき。

  （２）処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

  （３）その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

３　ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、

　審査請求をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁決のあった日の翌日から起算して１年を

　経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるとき

　は、上記の期間やこの処分（審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後で

　あっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
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第 号様式その５（第15条関係）      

  

申請者 

納 税

義 務 者 

住 所   

氏 名 様 

 

            減免決定通知書 

 

（身体障がい者等の利用に供する自動車に対する減免） 

 

    年   月   日申請のあった自動車税又は軽自動車税（環境性能割）が下記

のとおり減免されましたので、お知らせします。 

種     別     割 
環 境 

性 能 割 

自 動 車 登 録

（車両）番号 

納税通知書番号 年度 
減免前の

税 額 

減免される

税 額 

減免後の

税 額 

減 免

される額 

福 岡 

北九州 

久留米 

筑 豊 
    

円 円 円 円 

備 考 

 

年   月   日    

 印      

 

  福岡県     県税事務所長      

 

教示 

１ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

３か月以内に、福岡県知事に対して審査請求をすることができます。 

  なお、審査請求をする場合、審査請求書は、正副２通を提出しなければなりません

が、なるべく所轄県税事務所長を経由して提出することとしてください。 

２ この処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起

することができません。審査請求の裁決を経た後は、その裁決があったことを知った日

の翌日から起算して６か月以内に福岡県を被告として（代表者は福岡県知事となりま

す。）この処分の取消しの訴えを提起することができます。 

ただし、次の（１）から（３）までのいずれかに該当する場合には、審査請求に対す

る裁決を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができます。 

（１）審査請求があった日の翌日から起算して３か月を経過しても裁決がないとき。 

（２）処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必

要があるとき。 

（３）その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を

経過した場合は、審査請求をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁決の

あった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起するこ

とができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査

請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請

求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 

 

自 動 車 税  

軽自動車税（環境性能割） 
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第 号様式その３（第17条関係） 
 

 
 
  受付印 

決裁 係員 係長 課長 副所長 所長 整理番号 

年 
月 
日 

          ※ 

照合番号 

※ 

      

納 税 
 

義務者 

住  所 
（所在地） 

  

年  月  日 
 福岡県 

県税事務所長殿 
氏  名 
（名称） 

印    
（電話   ―    ―   ） 

 
        （環境性能割）更正請求書 

 
 地方税法第20条の９の３第１項、第２項の規定によつて上記のとおり請求します。 

自 動 車 
の 内 容 

車名 年型式 
車台 
番号 

原動機 
の型式 

種別・ 
用途 

初 度 
登録年 

自動車登録年月日・登

録（車両）番号 

             年 月 日 

福岡 
北九州 
久留米 
筑豊 

使用の本拠の位置  

申告書提出

年月日 
年  月  日 

修正申告書の提出年月日、更正ま

たは決定の通知を受けた日 
年  月  日 

区     分 課税標準額 特例控除額 税 率 税   額 

更 正 前 の 額 
円 円  

100 

円 

更 正 後 の 額 
    

100 

  

差  引  税  額        

請
求
の
理
由 

  

※             事 務 処 理 事 項 

  
 

通知書発送年月日

番      号 
年  月  日 
第     号 

調査年月日 
調 査 員 

印   
年 月 日    

 

※
印
欄
は
記
載
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。 

自 動 車 税 
軽自動車税 
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第27号様式その１（第18条関係） 

（表） 

法人の 

県 民 税 

事 業 税 

特別法人事業税 

地方法人特別税 

に係る 
更正 

決定 
及び 

過少申告加算金 
不申告加算金 
重 加 算 金 

額 
決定通知書 

納額告知書 

 
 本 店

所 在 地 

                        年  月  日 

 

 

福岡県    県税事務所長    
法 人 名 様 

代 表 者 様 

 下記のとおり更正・決定したので通知します。下記不足税額、過少申告加算金、不申告加算金及

び重加算金並びに当該不足税額に係る法定納期限の翌日から納付の日までの延滞金を合計した金

額を別紙納付書により、     までに指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関、

福岡県内の郵便局又は           に納付してください。 

 管 理 番 号  

申 告

期 限 

当初   
申告日 

当初   

今回   今回   

期 末 現 在 の 資 本 金 の 額
又 は 出 資 金 の 額 

円 

 
期 末 現 在 の 資 本 金 の 額 及 び

資 本 準 備 金 の 額 の 合 算 額  
 

事 業 年 度                から               まで 期 末 現 在 の 資 本 金 等 の 額 円 

法 人 事 業 税 （      ） 法 人 県 民 税 （      ） 

区 分 課税標準額    円 税率 税 額 区 分 円 

更

正

・

決

定

・

是

認

に

よ

る

税

額 

所

得

割 

総 額       

法

人

税

割 

課税標準となる

法 人 税 額 

総 額   

    

100
 

  
本 県 分 

  

    

100
 

  
法 人 税 割 額 

 

    

100
 

  道府県民税の特定寄附金税

額控除額 

  

計       外 国 の 法 人 税 額 等 控 除 額   

軽減税率不適用

法 人 の 金 額 

  

100
 

  
仮 装 経 理 に 基 づ く 控 除 額 

  

付
加
価
値
割 

総 額 
      利子割額の控除額（控除した金

額） 

  

付 加 価 値 額 
  

100
 

  
差 引 税 額 

  

  

資

本

割 

総 額 
        

  

 

 

 

 

 

 

納 付 確 定 分 
  

資 本 金 等 の 額 
  

100
 

  租税条約の実施に係る控除
額 

  

収

入

割 

総 額       既還付請求利子割額が過大で
ある場合の納付額 

  

収 入 金 額 
  

100
 

  
差 引 増 減 税 額 

  

合 計 事 業 税 額   

 

均

等

割 

  

事務所等を有していた月数   

利子割額に関する計算     円×
12

   

利 子 割 額   納 付 確 定 分   納 付 確 定 分   

控 除 し た 金 額   差 引 増 減 税 額   差 引 増 減 税 額   

控除することができな
かった金額 

  特

別

法

人

事

業

税

額

又

は 

地

方

法

人

特

別

税

額 

所得割に係る税額   

分

割

基

準  

県 民 税 
福 岡 県  

既に還付を請求した利子
割額 

  収入割に係る税額   総     額   

既還付請求利子割額が
過大である場合の納付額 

      
事 業 税 １ 

福 岡 県   

  納 付 確 定 分   総 額  

差 引 増 減 税 額   

事 業 税 ２ 

福 岡 県   

 

過
少
申
告
加
算
金 

通 常 分 
    

×
100

 
  

総 額   

5％加重分 
    

×
100

 
  

国 税 処 理 年 月 日 
 

既に納付の確定し
た当期分の加算金 

  差 引 増 減 税 額   重 加 対 応 所 得 金 額   

不
申
告
加
算
金 

通 常 分 
    

×
100

 
  

重 加 対 応 付 加 価 値 額 
 

5％加重分 
    

×
100

 
  

重 加 対 応 資 本 金 等 の 額 
  

10％加重分 
    

×
100

 
  

重 加 対 応 収 入 金 額 
  

  

既に納付の確定し
た当期分の加算金 

  
差 引 増 減 税 額 

  
福 岡 県 分 重 加 対 応 税 額 

 

 

重
加
算
金 

通 常 分 
    

×
100

 
  

 
10％加重分 

    
×

100
 

  

既に納付の確定し
た当期分の加算金 

  差 引 増 減 税 額   還 付 と な る 利 子 割 額   

印 

 

法
人
事
業
税
・
特
別
法
人
事
業
税
又
は
地
方
法
人
特
別
税 
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（裏） 

 

教示 

１ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、福岡県知事に対して

審査請求をすることができます。 

  なお、審査請求をする場合、審査請求書は、正副２通を提出しなければなりませんが、なるべく所轄県税事務所長を経由

して提出することとしてください。 

２ この処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません。審査請求の

裁決を経た後は、その裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に福岡県を被告として（代表者は福岡県

知事となります。）この処分の取消しの訴えを提起することができます。 

  ただし、次の（１）から（３）までのいずれかに該当する場合には、審査請求に対する裁決を経ないで、この処分の取消

しの訴えを提起することができます。 

 （１）審査請求があった日の翌日から起算して３か月を経過しても裁決がないとき。 

（２）処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

 （３）その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査請求をするこ

とができなくなり、また、審査請求に対する裁決のあった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、処分の取消しの訴

えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分（審査請求に対する裁決）

があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが

認められる場合があります。 
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第 号様式その５（第18条関係）        

（環境性能割）に係る更正・決定 
通 知 書 

納額告知書  

納 税

義務者 

住 所   

氏 名   
自 動 車 登 録

又は届出番号 
  

環
境
性
能
割 

区 分 課 税 標 準 額 税 率 税 額 

更 正 ・ 決 定 に

よ る も の 

円 

100
 

円 

既に納付の確定

し て い る も の 
  

100
   

差引過不足税額       

加

算

金 

区 分 過 不 足 税 額 率 加 算 金 額 

過少申告加算金額 
円 

100
 

円 

不申告加算金額   
100

   

重 加 算 金 額   
100

   

合 計       

法 定

納期限 
    年  月  日 納 付 場 所 

福岡県指定金融機関、福岡県収納代理金融機
関、福岡県内の郵便局、福岡県   県税事
務所 

 地方税法第  条第  号の規定により上記のとおり更正、決定したので、上記不足税額、過少申告加

算金、不申告加算金及び重加算金並びに当該不足税額に係る法定納期限の翌日から納付の日までの延滞金

を合計した金額を別紙納付書により  年  月  日までに納付してください。 

         年  月  日                                                        印    

 

                                                          福岡県  県税事務所長  

  

 

教示 

 この処分に係る審査請求等については別紙をご覧ください。 

 

 

延滞金について 

 

 

備考 「延滞金について」の下部に、当該年における延滞金の計算方法等を記載すること。 

 

自 動 車 税 

軽自動車税 
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別紙

教示

１　この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、福

　岡県知事に対して審査請求をすることができます。

　　なお、審査請求をする場合、審査請求書は、正副２通を提出しなければなりませんが、なるべく所轄県

　税事務所長を経由して提出することとしてください。

２　この処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができま

　せん。審査請求の裁決を経た後は、その裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に福

　岡県を被告として（代表者は福岡県知事となります。）この処分の取消しの訴えを提起することができま

　す。

　　ただし、次の（１）から（３）までのいずれかに該当する場合には、審査請求に対する裁決を経ない

　で、この処分の取消しの訴えを提起することができます。

  （１）審査請求があった日の翌日から起算して３か月を経過しても裁決がないとき。

  （２）処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

  （３）その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

３　ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、

　審査請求をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁決のあった日の翌日から起算して１年を

　経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるとき

　は、上記の期間やこの処分（審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後で

　あっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
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第
三
十
四
号
様
式
そ
の
三
及
び
第
三
十
四
号
様
式
そ
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



第 42 号 増刊①福 岡 県 公 報令和元年９月 27 日　金曜日 54

第 号様式その３（第22条関係）        

 

             様 

 

福岡県     県税事務所長    

督 促 状 

年  月  日     

  年 度 調 定 事 由 管 理 番 号   

      

実 績 年 月 本 書 作 成 日 

  年  月  日  

法
人
県
民
税 

税  額  01 円 

 02 円 

延 滞 金 03 円 

計 04 円 

 

法
人
事
業
税
・
特
別
法
人
事
業
税 

又
は
地
方
法
人
特
別
税 

税  額  05 円 

 06 円 

  07 円 

  08 円 

延 滞 金 09 円 

過少申告加算金 10 円 

不 申 告 加 算 金 11 円 

重 加 算 金 12 円 

計 13 円 

合   計 14 円 

納期限 年  月  日   
   地方税法第66条及び第72条の66により督促しますので、上記の金額を同封の納付書で納付してください。 

 

１ 滞納処分 

この督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されないときは、財産差押えの処分を受けるこ

とになります。 

２ 教示 

（１）この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、福岡県

知事に対して審査請求をすることができます。 

なお、審査請求をする場合、審査請求書は、正副２通を提出しなければなりませんが、なるべく所轄県税事

務所長を経由して提出することとしてください。 

（２）この処分の取消しの訴えは、上記２（１）の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができ

ません。審査請求の裁決を経た後は、その裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に福岡

県を被告として（代表者は福岡県知事となります。）この処分の取消しの訴えを提起することができます。 

ただし、次の①から③までのいずれかに該当する場合には、審査請求に対する裁決を経ないで、この処分の

取消しの訴えを提起することができます。 

① 審査請求があった日の翌日から起算して３か月を経過しても裁決がないとき。 

② 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

③ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

（３）ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、審査

請求をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁決のあった日の翌日から起算して１年を経過した

場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期

間やこの処分（審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求

をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 

３ その他 

上記の金額は作成日現在の滞納額です。 

この税金についてご不明な点があるときは県税事務所にお問い合わせください。 

既に納められている場合は、行き違いですのであしからずご了承ください。 

 

印 
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第 号様式その４ (第22条関係)

 

 

 

 

                様 

 

 

 

 

電話番号              

福岡県    県税事務所長     

 

 

 

 

延滞金について 
 

年  月  日    

  

年 度 調 定 事 由 管 理 番 号 
  

      

事 業 年 度 
  

・ 

 ・ 

   か
ら 

   ・ 

 ・ 
  

  

法
人
県
民
税 

延 滞 金 円 

  

既に納付した額 円 

差 引 未 納 額 円 

法
人
事
業
税
・ 

特
別
法
人
事
業
税 

又
は
地
方
法
人
特
別
税 

延 滞 金 円 

既に納付した額 円 

差 引 未 納 額 円 

   差引未納額を納付してください。 

 

   既に収められている場合は、行き違いですのであしからずご了承ください。 
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第
三
十
四
号
様
式
そ
の
五
中
「、

第
134条

（
自
動
車
取
得
税
）

」
を
削
り
、
「、

第
165条

（
自

動
車
税
）
」
を
「
、
第
173条

（
自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
）
）
、
第
177条

の
19（
自
動
車
税
（
種

別
割
）
）

」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
六
号
様
式
そ
の
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
号
様
式
そ
の
１

 
(第

2
3条

の
２
、

第
2
5
条
関

係
) 

(
第

１
紙

) 
(
第

２
紙

) 
(
第

３
紙

) 

県
徴

収
金

領
収

証
書

元
符
 

県
徴

収
金

領
収

証
書
 

県
徴

収
金

領
収

済
報

告
書
 

 
 事

業
年

度
 

年
 
 
 

月
 
 
 

日
か

ら
 

年
 
 
 

月
 
 
 

日
ま

で
 

 
  

 事
業

年
度
 

年
 
 
 

月
 
 
 

日
か

ら
 

年
 
 
 

月
 
 
 

日
ま

で
 

 
  

 事
業

年
度
 

年
 
 
 

月
 
 
 

日
か

ら
 

年
 
 
 

月
 
 
 

日
ま

で
 

(用紙 縦十八センチメートル・横八・五センチメートル   

年
度
 

予
・

中
・

確
・

修
・

更
・

決
・

み
・
徴

猶
・

見
 

年
度
 

予
・

中
・

確
・

修
・

更
・

決
・

み
・
徴

猶
・

見
 

年
度
 
予

・
中
・

確
・

修
・

更
・

決
・

み
・
徴

猶
・

見
 

納
期

限
 

年
 

 
月

 
 

日
 
課

税
番
号
 
 

 
納

期
限
 

年
 

 
月

 
 

日
 
課

税
番
号
 

 
 

納
期

限
 

年
 

 
月

 
 

日
 
課

税
番
号
 
 

 

(
所

在
地

) 

(
法

人
名

) 

(
代

表
者

名
) 

(
所

在
地

) 

(
法

人
名

) 

(
代

表
者

名
) 

(
所

在
地

) 

(
法

人
名

) 

(
代

表
者

名
) 

法人県民税 

税
 

額
 

百
 

十
 
万
 
千
 
百

 
十
 
円

 
法人県民税 

税
 

額
 

百
 
十

 
万

 
千

 
百

 
十

 
円

 
法人県民税 

税
 

額
 

百
 
十

 
万

 
千

 
百

 
十

 
円

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

延
滞

金
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
延

滞
金
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
延

滞
金
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

計
 

 
①
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
計

 
 
①
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
計

 
 
①
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

法人事業税・特別法人事業税 

又は地方法人特別税 

税
 

 
額

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
法人事業税・特別法人事業税 

又は地方法人特別税 

税
 

 
額
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
法人事業税・特別法人事業税 

又は地方法人特別税 

税
 

 
額
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

延
滞

金
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
延

滞
金
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
延

滞
金
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

過
少

申
告

加
算

金
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
過

少
申
告

加
算

金
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
過

少
申
告

加
算

金
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

不
申

告
加

算
金
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
不

申
告
加

算
金
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
不

申
告
加

算
金
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

重
加

算
金
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
重

加
算

金
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
重

加
算

金
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

計
 

 
②
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
計

 
 
②
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
計

 
 
②
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

合
計

額
①

＋
②
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
合

計
額

①
＋

②
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
合

計
額

①
＋

②
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

う
ち

証
券

受
領

額
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
う

ち
証

券
受

領
額
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
う

ち
証

券
受

領
額
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

収
納

証
券
 
記

号
番
号
 

 
 

銀
行

名
 
 

 
収

納
証
券
 
記

号
番
号
 

 
 

銀
行

名
 
 

 
収

納
証
券
 
記

号
番
号
 

 
 

銀
行

名
 
 

 

摘要 

 
 

摘要 

 
 

摘要 

 
 

 
上

記
の

金
額

 
 
 
年

 
 

月
 
 

日
領

収
済

み
 

 
福

岡
県

 
 
 
 
 
 

県
税

事
務
所
 

 
現

金
出

納
員

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印
 

 
福

岡
県

事
務

吏
員
 

収
税

課
長

検
印
 

 
上

記
の

金
額
 
 
 
年

 
 

月
 
 

日
領

収
し

ま
し

た
。
 

 
福

岡
県

 
 
 
 
 
 

県
税

事
務
所
 

 
現

金
出

納
員
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

印
 

 
福

岡
県

事
務

吏
員
 

 
上

記
の

金
額
 
 
 
年

 
 

月
 
 

日
領

収
済

み
 

 
福

岡
県

 
 
 
 
 
 

県
税

事
務
所
 

 
現

金
出

納
員
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印
 

 
福

岡
県

事
務

吏
員
 

収
税

課
長

検
印
 

印
 

印
 

 
 

交
付

第
 

 
冊
 
第

 
 
 
 
号
 

 
 

交
付

第
 

 
冊
 

第
 
 
 
 
号
 

 
 

交
付

第
 

 
冊
 

第
 
 
 
 
号
 

 
 

注
 

現
金

出
納

員
の

私
印

の
押

印
が
な

い
領

収
証

書
は

無
効

で
す
。
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第
三
十
八
号
様
式
そ
の
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第

号
様
式
そ
の
１
（
第
2
9条

関
係
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 あなたが納められた県税等が、左記のとおり納め過ぎになりました。 

年
度
 

一
般
会
計
 

歳
入
(出

) 

カ
ー

ド

番
号
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

過
誤
納
金
等
 

還
付
 

充
当
 

通
知
書
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
  
 

 
  
 

 
 

年
度

 
期

別
 

税
目
 

管
理

番
号
 

 
 

 
 

 
 

法
人
事
業
税
 

法
人
県
民
税
 

 
 

 
 

事
業

年
度

 

・
 

・
 

～ 

・
 

・
 

区分 

 
 
 
 

予
・
中
・
み
・
確
 

 
 
 
 

修
・
更
・
決
・
見
 

 
 

送
金

口
座
振
替

依
頼

 

福
岡
銀
行
(公

金
集
中
取
扱
) 

支
払

場
所
 

(
振
替
店
) 

銀
行
 
 
店
 
 

口
座
番
号
(普

通
・
当
座
)
 
 

号
 
 
 

県
税
事
務
所
 
 

 
 

様
 
 
 

年
 
 
 

月
 
 
 

日
 

 
 

 
 

号
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 

過
誤

納
金

等
 

金
額
 

充当した県税等 

年
度
 

期
別
 

税
目
 

登
録

番
号

又
は

納
付

(
入

)
番

号
 

充
当
し
た
金
額
 

差
引

還
付

金
額
 

法人 

県民税 

税
額
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

百
 
十
 
万
 
千
 
百

 
十
 
円
 

延
滞

金
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

税
額
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

延
滞

金
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

加
算
金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

加
算
金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

還
付

加
算

金
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

合
計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
あ
な
た
が
納
め
ら
れ
ま
し
た
県
税
等
は
、
 
 
 
 
 
 
１
 
お
返
し
し
ま
す
。
 
 
２
 
未
納
の
県
税
等
に
充
当
し
ま
し
た
。
 

 
 
 
 

上
記
の
と
お
り
納
め
過
ぎ
と
な
り
ま
し
た
か
ら
 
 
 
 
 
３
 
未
納
の
県
税
等
に
充
当
し
、
剰
余
金
を
お
返
し
し
ま
す
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年
 
 
 

月
 
 
 

日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

福
岡
県
 
 
 
 
 
 
県
税
事
務
所
長
 

 
 
 
 
 
 
 
(
審
査
請
求
等
に
つ
い
て
は
裏
面
を
お
読
み
く
だ
さ
い
。
) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
表
）
 

 

法人事業税・ 

特別法人事業税 

又は地方法人特別税 
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カ
ー
ボ
ン
 

 
 

カ
ー
ボ
ン
  

 

 
 

 
 

カ
ー
ボ
ン
 

 
 

教
示
 

１
 
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以
内
に

、
福
岡
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

な
お

、
審
査
請
求
を
す
る
場
合
、
審
査
請
求
書
は
、
正
副
２
通
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
な
る
べ
く
所
轄
県
税
事
務
所
長
を
経
由
し
て
提
出
す
る
こ
と
と
し
て
く
だ
さ
い
。
 

２
 
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
上
記
１
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
た
後
で
な
け
れ
ば
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
審
査
請
求
の
裁
決
を
経
た
後
は
、
そ
の
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日

か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
福
岡
県
を
被
告
と
し
て
（
代
表
者
は
福
岡
県
知
事
と
な
り
ま
す
。
）
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

 
 
た
だ
し
、
次
の
（
１
）
か
ら
（
３
）
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
な
い
で
、
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

（
１
）
審
査
請
求
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
を
経
過
し
て
も
裁
決
が
な
い
と
き
。
 

 
（
２
）
処
分
、
処
分
の
執
行
又
は
手
続
の
続
行
に
よ
り
生
じ
る
著
し
い
損
害
を
避
け
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
。
 

 
（
３
）

そ
の
他
裁
決
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
。
 

３
 
た
だ
し
、
上
記
の
期
間
が
経
過
す
る
前
に
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
場
合
は
、
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
ま
た
、
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
の
あ
っ
た

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
場
合
は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
な
お
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
上
記
の
期
間
や
こ
の
処
分
（
審
査
請
求
に
対
す
る

裁
決
）
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
後
で
あ
っ
て
も
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
や
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
 

カ
ー
ボ
ン
 

 
 

 

（
裏
）
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第
三
十
八
号
様
式
そ
の
三
及
び
第
六
十
二
号
の
三
様
式
そ
の
三
中
「自

動
車
税

」
を
「自

動
車
税
（

種
別
割
）

」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
四
号
の
三
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第 号の３様式（第 34条の２、第 38条関係） 

  管 理 番 号  

   受付印 
 
 
 

 年 月 日 

福岡県    県税事務所長 殿 

法 人 名  

法人番号              

所 在 地 
電話（             ） 

代表者名 ○印  

代 表 者 
住 所  

還
付
請
求
事
由 

１ 更生手続開始決定 

２ 再生手続決定 

３ 法人税法施行令第 24条の２第１項に規定する再生計画認可の決定に準ずる事実 

４ 地方税法施行規則第３条の２の２第１項又は第４条の３の２第１項に規定する事由 

上記事由の発生日 年   月   日 

仮 装 経 理 還 付 請 求 書

地方税法             の規定に基づき、下記のとおり             の 
 

還付を請求します。 

１ 還付請求額の明細

仮装経理に基づく過大申告

をした事業年度又は連結事

業年度 

  年  月  日から 
  年  月  日まで 確定申告書提出年月日    年  月  日 

仮装経理に基づく過大申告

の更正の日    年  月  日 控除開始事業年度又は連結

事業年度 
  年  月  日から 
  年  月  日まで 

法人事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税 法人県民税（法人税割） 
仮装経理事業税額 ①  仮装経理法人税割額 ⑧  
既に控除した税額 ②  既に控除した税額 ⑨  
還付請求額（①－②） ③  還付請求額（⑧－⑨） ⑩  
  ④  

還付請求額合計 （⑦＋⑩） 
 

既に控除した税額 ⑤  

還付請求額（④－⑤） ⑥    

還付請求額小計（③＋⑥） ⑦    

２ 還付を受けようとする金融機関等

金 融 機 関 名  
口 座 番 号 等 普 通 ・ 当 座 

（           ） 本 支 店 名  

注１ この請求書は、一事業年度ごとに一部提出してください。 
２ この請求書を提出する際は、還付請求事由を証する書類を添付してください。 
３ 「確定申告書提出年月日」の欄は、当該事業年度分の確定申告書を提出した年月日を記載してください。 

第 53条第 35項 

第 72条の 24の 10第４項 

仮 装 経 理 法 人 税 割 額 
仮 装 経 理 事 業 税 額 
仮装経理特別法人事業税額 
仮装経理地方法人特別税額 
 

仮装経理特別法人事業税額 

 又は仮装経理地方法人特別税額 
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第
七
十
二
号
様
式
及
び
第
七
十
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第 号様式（第39条関係）           

申告書の提出期限の延長申請に係る決定通知書 

 第     号    

    年  月  日    

 

 

          様 

福岡県    県税事務所長     

 

 下記の事業年度分の事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税の申告書の提出期限の承認（変更）

（取消）について、下記のとおり通知します。 

法人名称 
  

 
主たる事業所

等の所在地 

  

事業年度 
      から  

まで  
申告書の提出

期 限 

 

まで  

県

民

税 

届
け
出
の
内
容 

    年  月  日決算期分より  月間延長 

  

    年  月  日決算期分より 

  

事
業
税
・
特
別
法
人
事
業
税 

又
は
地
方
法
人
特
別
税 

承
認
等
の
内
容 

    年  月  日決算期分より  月間延長 
  

    年  月  日まで延長 

  

    年  月  日決算期分より 

  

備

考 
  

印 
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（裏） 

教示 

１ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、

福岡県知事に対して審査請求をすることができます。 

  なお、審査請求をする場合、審査請求書は、正副２通を提出しなければなりませんが、なるべく所轄

県税事務所長を経由して提出することとしてください。 

２ この処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができ

ません。審査請求の裁決を経た後は、その裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内

に福岡県を被告として（代表者は福岡県知事となります。）この処分の取消しの訴えを提起することがで

きます。 

  ただし、次の（１）から（３）までのいずれかに該当する場合には、審査請求に対する裁決を経ない

で、この処分の取消しの訴えを提起することができます。 

 （１）審査請求があった日の翌日から起算して３か月を経過しても裁決がないとき。 

（２）処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

 （３）その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した場合は、

審査請求をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁決のあった日の翌日から起算して１年

を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由がある

ときは、上記の期間やこの処分（審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経過し

た後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。 
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第 号様式（第34条の５、第39条関係） 

  

  
申告書の提出期限の延長の承認等の通知書 

  

第     号   

年  月  日   

 

 

          様 

福岡県    県税事務所長 印     

 

 下記の事業年度分の県民税・事業税・特別法人事業税又は地方法人特別税の申告書の提出期限の

承認(変更)(取消)について、下記のとおり通知します。 

法人名称 

  

 

（法人番号）        

主たる事業所

等の所在地 

  

事業年度 
から     

まで     

申告書の提出

期 限 

 

まで    

県

民

税 

届
け
出
の
内
容 

    年  月  日決算期分より  月間延長 
  

    年  月  日決算期分より 
  

事
業
税
・
特
別
法
人
事
業
税 

又
は
地
方
法
人
特
別
税 

承
認
等
の
内
容 

    年  月  日決算期分より  月間延長 
  

    年  月  日まで延長 
  

    年  月  日決算期分より 
  

備

考 

  

  

 



第 42 号 増刊①福 岡 県 公 報令和元年９月 27 日　金曜日67
　

第
七
十
三
号
の
二
の
二
様
式
か
ら
第
七
十
三
号
の
二
の
四
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第 号の２の２様式（第39条の２の２関係） 

  管理番号   

  受付印 

 

 

 

 

    年 月 日 

 福岡県 

県税事務所長 殿 

法 人 名   

法 人 番 号              

所 在 地   

代 表 者 名 ○印  

応 答 部 署

及 び

担 当 者 名  電話(           ) 

法人事業税及び特別法人事業税又は地方法人特別税の徴収猶予申請書 

 このことについて、下記のとおり福岡県税条例第20条の18の４第１項の規定により徴収猶予を受け

たいので申請します。 

事業年度 
申告

区分 

法 定

納期限 
納期限 

徴収猶予を受けよう

とする期間 
猶予を受けようとする税額 

          円 

 

(うち特別法人事業税額    円) 

          円 

 

(うち特別法人事業税額    円) 

          円 

 

(うち特別法人事業税額    円) 

          円 

 

(うち特別法人事業税額    円) 

徴収猶予を受けようとする理由 

  

猶予に係る金額に相当する担保 

  

 この申請書は法第72条の38の２第１項又は第６項（特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関す

る法律第８条等の規定により法人の事業税の賦課徴収の例によることとされる場合を含む。）の規定

に基づき徴収の猶予を申請する場合に使用すること。 

 申請書の提出に当たっては、該当法人であることを証する書類を添付し、これを当該県民税及び事

業税の申告書と併せて提出してください。 

 また、法第72条の38の２第１項の各号のいずれかに該当する場合は、貸借対照表、損益計算書の写

しを添付してください。このほか、徴収猶予について必要な書類の提出を求めることがあります。 

 

特 別 法 人 事 業 税 額 

又は地方法人特別税額 

特 別 法 人 事 業 税 額 

特 別 法 人 事 業 税 額 

特 別 法 人 事 業 税 額 

又は地方法人特別税額 

又は地方法人特別税額 

又は地方法人特別税額 
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第 号の２の３様式（第39条の２の２関係） 

  管理番号   

  受付印 

 

 

 

 

    年 月 日 

 福岡県 

県税事務所長 殿 

法 人 名   

法 人 番 号              

所 在 地   

代 表 者 名 印 

応 答 部 署

及 び

担 当 者 名  電話(             ) 

法人事業税及び特別法人事業税又は地方法人特別税の徴収猶予延長申請書 

 このことについて、下記のとおり福岡県税条例第20条の18の４第２項の規定により徴収猶予の延長を受けたい

ので申請します。 

事業年度 
申告

区分 

法 定

納期限 
納期限 

徴収猶予を

受けようと

する期間 

徴収猶予を受けようとす

る税額 

すでに徴収

猶予を受け

た期間 

すでに徴収猶予を受けた

税額 

          円  

 
うち特別法人事業税額 

 
円  

  円  

 
うち特別法人事業税額 

 
円  

          円  

 
うち特別法人事業税額 

 
円  

  円  

 
うち特別法人事業税額 

 
円  

          円  

 
うち特別法人事業税額 

 
円  

  円  

 
うち特別法人事業税額 

 
円  

          円  

 
うち特別法人事業税額 

 
円  

  円  

 
うち特別法人事業税額 

 
円  

徴収猶予の延長を必要とする理由 

  

猶予に係る金額に相当する担保 

  

 徴収猶予の期間の延長を受けようとする法人は、徴収猶予を受けている期間の終了する日までに、この申請書

を提出してください。 

 また、徴収猶予について必要な書類の提出を求めることがあります。 

 

特別法人事業税額  

又は地方法人特別税額 

特別法人事業税額  

特別法人事業税額  特別法人事業税額  

特別法人事業税額  特別法人事業税額  

特別法人事業税額  

特別法人事業税額  

又は地方法人特別税額 又は地方法人特別税額 

又は地方法人特別税額 

又は地方法人特別税額 又は地方法人特別税額 

又は地方法人特別税額 又は地方法人特別税額 
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第 号の２の４様式（第34条の６、第39条の２の３関係） 

 管理番号  

法人県民税、法人事業税及び特別法人事業税又は地方法人特別税の徴収猶予(延長)許可(不許可)(取消)通知書 

所 在 地   

法 人 名   

代 表 者 名 殿  

第     号  

年  月  日  

福岡県    県税事務所長  

 

    年  月  日申請のあった徴収猶予(延長)について許可した(許可できない・取り消した)ので通知し

ます。 

 なお、地方税法第15条の３、第55条の２第４項、第55条の４第４項、第72条の38の２第８項若しくは第９項、

第72条の39の２第４項又は法第72条の39の４第４項に規定する取消理由が生じた場合は、許可を取り消すことが

あります。その時は速やかに納付してください。 

 

不服申立てについて 

1 この処分について不服があるときは、この書面を受け取った日の翌日から起算して60日以内に行政不服審査法

第４条の規定により福岡県知事に審査請求をすることができます。 

  なお、この審査請求書は、正、副２通を提出しなければなりませんが、なるべく所轄県税事務所長を経由し

て提出することとしてください。 

2 この処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません。 

  審査請求の裁決を経た後は、その裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６ヶ月以内に福岡県を被告とし

て（代表者は、福岡県知事となります。）この処分の取消しの訴えを提起することができます。 

  ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する場合には、審査請求に対する裁決を経ないでこの処分の

取消しの訴えを提起することができます。 

 (1) 審査請求があった日から３ヶ月を経過しても裁決がないとき。 

 (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

 (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

事業年度又は

連結事業年度 
納期限 申告区分 

法人県民税 事業税及び特別法人事業税又は地方法人特別税 

法人税割額 
所 得 割 額 、 

特別法人事業税額 

又は地方法人特別税額 
付加価値割額 加算金額 

      

円 円 円 

  

円 

      

円 円 円 

  

円 

      

円 円 円 

  

円 

      

円 円 円 

  

円 

徴 す る 担 保   

不 許 可 (取 消 ) 理 由   

 



第 42 号 増刊①福 岡 県 公 報令和元年９月 27 日　金曜日71
　

第
七
十
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第 号様式（第40条関係） 

個人事業税に係る開業等報告書 

 

  年  月  日 提出 

 

 福岡県知事  殿 

 下記のとおり、事業の 

開業 

廃業 

諸変更 

を行いましたので、報告します。 

事務所・事業所の所在地 
電話   (   )     

名 称 (屋 号) 

  

住 所 (居 所) 
電話   (   )     

個 人 番 号 

            

ふ り が な 

氏 名 
 ○印     

変
更
し
た
事
項 

１ 事務所・事業所の

所在地 

２ 住所（居所） 

３ 氏名 

４ その他 

変更前 
※１月１日現在で記入         

変更後 

  

開・廃業、変更年月日           年    月    日 

事 業 種 名 

  

摘 要 

 

 

 

 

 

注 従前、他所で事業を行っていた人は、その住所及び事業種名を摘要欄に記入してくだ 

さい。 

 

関与税理士 

 

（ 電話    ―    ―    ） 
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第
七
十
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第 号様式その１（第41条関係）

第     号 

年  月  日 

          様 

  印   

福岡県  県税事務所長    

    

個人事業税課税標準額分割通知書 

  地方税法第72条の54第３項の規定に基づき課税標準額等を下記のとおり通知します。 

主たる事務所または
事 業 所 所 在 地 

  

個 人 番 号  

 

 

 

 

 

 

  

           

営 業 期 間 
  年  月  日から 
  年  月  日まで 納 税 者 名  

事 業 の 種 類 第  種事業(  業) 決 定 年 月 日   年  月  日 

総 額 

所 得 金 額 専従者控除額 その他の控除額 事業主控除額 
課税標準とすべき 

所 得 の 総 額 

円 円 円 円 円 

分 割 に 関 す る 明 細 

関係都道府県事務所

事 業 所 等 の 名 称 
同 所 在 地 分 割 基 準 分 割 課 税 標 準 額 

  
福岡県 

  
円 

        

        

摘要 

 備考 ２部複写とし、上紙は事務所控用、下紙は関係都道府県送付用とすること。 
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第 号様式その２（第41条関係）

第     号 

年  月  日 

          様 

  印   

福岡県  県税事務所長    

    

個人事業税課税標準額分割通知書 

  地方税法第72条の54第3項の規定に基づき課税標準額等を下記のとおり通知します。 

主たる事務所または
事 業 所 所 在 地 

  

納 税 者 名   営 業 期 間 
  年  月  日から 
  年  月  日まで 

事 業 の 種 類 第  種事業(  業) 決 定 年 月 日   年  月  日 

総 額 

所 得 金 額 専従者控除額 その他の控除額 事業主控除額 
課税標準とすべき 

所 得 の 総 額 

円 円 円 円 円 

分 割 に 関 す る 明 細 

関係都道府県事務所

事 業 所 等 の 名 称 
同 所 在 地 分 割 基 準 分 割 課 税 標 準 額 

  
福岡県 

  
円 

        

        

摘要 

 備考 納税者送付用 
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第
百
十
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第 号様式（第71条関係） 

 

 

 

受付印 

決裁 係員 係長 課長 副所長 所長 整理番号             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年 

月 

日 

          ※ 

照合番号       

※ 

      納税義務者 

道路運送車両法 

上の登録原簿に 

記載されたもの 

住所   

年  月  日   

福岡県県税事務所長殿 氏名 印   

(電話 ― ― ) 

自動車税（種別割）（県税条例第50条第１項第３号）の課税免除申請書 

 福岡県税条例第50条の規定により課税免除申請書を提出します。 

学校名称及

び教育内容 

  

登 録 番 号 

福岡 

北九州 

久留米 

筑豊 

最大積載量 

乗 車 定 員 

 

(  ㎏) (  人) 

  ㎏     人 

総 排 気 量 

及び定格出力 

l 

kw 

車      名 

型式・年式 

  

車 台 番 号   原動機の型式   

登 録 年 月 日 年  月  日 
学校法人等の 

認 可 年 月 日 
年  月  日 

※        決  議  書(事後処理事項) 

調査対象期間 年   月   日から   年   月   日まで   

調  査  の 

て  ん  末 

  

  

  

  

  

  

  

  

証拠書類 

対応者氏名 

通知書発送年月日 

番     号 

年  月  日 

第        号 

調査年月日 

調 査 員 

 年 月 日    
印 

 

 

※
印
欄
は
記
載
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。 
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第
百
十
一
号
の
三
様
式
中
「県

税
条
例
第
49条
第
１
項
第
３
号

」
を
「自

動
車
税
（
種
別
割
）
（
県

税
条
例
第
50条
第
１
項
第
３
号
）

」
に
改
め
る
。

　

第
百
十
二
号
様
式
そ
の
一
か
ら
第
百
十
三
号
様
式
そ
の
四
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第

1
1
2
号

様
式

そ
の

１
（
第

7
1
条

の
２
、
第

7
2
条

関
係

）

　

新
規

用

（
※

）
こ

の
控

え
は

重
要

な
証

拠
に

な
り

ま
す

か
ら

大
切

に
保

存
し

て
く

だ
さ

い
。

　

※
下

の
欄

に
は

記
入

し
な

い
で

く
だ

さ
い

（
職

員
記

入
）

。

lk
w

1
．

ガ
ソ

リ
ン

　
2
．

軽
油

3
．

そ
の

他
(
　

　
　

　
　

　
)

（
　

　
　

　
　

　
　

）

年
1
．

営
業

用
　

　
　

2
．

自
家

用
3
．

そ
の

他
(
　

　
　

　
　

　
　

　
　

)

，
，

０
０

　
円

（
備

考
）

　
１

　
自

動
車

税
の

種
別

割
は

、
そ

の
所

有
者

が
納

税
義

務
者

で
す

。
た

だ
し

、
　

　
所

有
権

を
留

保
し

て
い

る
場

合
は

、
使

用
者

（
買

主
）

が
納

税
義

務
者

と
な

　
　

り
ま

す
。

　
２

　
売

買
契

約
書

等
取

引
価

額
を

証
す

る
書

類
の

写
し

及
び

控
除

額
の

内
訳

を
　

　
証

す
る

書
類

を
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。

な
お

、
通

常
の

取
引

価
額

で
申

告
さ

　
　

れ
る

場
合

は
、

こ
れ

ら
の

書
類

を
省

い
て

も
差

し
支

え
あ

り
ま

せ
ん

。

　
３

　
形

式
的

所
有

権
の

移
転

に
伴

う
非

課
税

に
該

当
す

る
も

の
、

そ
の

他
課

税
　

　
免

除
に

該
当

す
る

も
の

は
、

こ
れ

を
証

す
る

書
類

を
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。

文
字

は
か

い
書

で
、

て
い

ね
い

に
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

Ａ
Ｂ

１
・

Ｂ
２

記
載

要
領

１
６

を
参

照

，
，

０
０

　
円

円

，
，

０
０
０
　
円

受・否

（
左

詰
で

記
入

）

（
都

道
府

県
、

市
町

村
名

、
番

地
ま

で
を

記
入

）

氏
 
名

又
は

名
 
称

(
ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞ
ﾅ
)

印

年
月

日

車
　

両
　

本
　

体
（

課
税

標
準

基
準

額
）

通常の取得価額
付

加
物

の
内

訳

（
品

名
）

（
価

額
）

住
 
 
所

又
は

所
在

地

人
（

　
　

　
人

）
k
g
（

　
　

　
　

k
g
）

k
g

c
m

c
m

c
m

　
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日

，
，

０
０
０
　
円

燃
 
 
 
 
費

変
 
速

 
装

 
置

構
 
 
造

バ
リ

ア
フ

リ
ー

・
Ａ

Ｓ
Ｖ

特
例

税
　

率
　

区
　

分
記

載
要

領
１

４
を

参
照

車
 
検

 
有

 
効

 
期

 
限

商
品

車
で

あ
る

場
合

の
古

物
商

許
可

番
号

，
０
０
０
　
円

，
付

　
　

加
　

　
物

税
額

.
，

，
０
０
　
円

／
1
0
0

課
 
税

 
標

 
準

 
額

環
境

性
能

割

種
 
 
別

 
 
割

減
免

額
・

減
免

後
の

額

減
免

額
・

減
免

後
の

額

氏
 
名

又
は

名
 
称

住
 
 
所

又
は

所
在

地

電
 
話

番
 
号

関わる者

以外に当該申告に

申告・報告義務者

主
た

る
定

置
場

　
※

（
　

）
内

は
旧

主
た

る
定

置
場

所
在

の
市

町
村

名
を

記
入

取
　

　
得

　
　

前
　

　
の

　
　

用
　

　
途

所
　

　
有

　
　

形
　

　
態

1
．

自
己

所
有

　
　

2
．

所
有

権
留

保
　

　
3
．

商
品

車
　

　
4
．

リ
ー

ス
車

5
．

譲
渡

担
保

　
　

6
．

そ
の

他
(
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
)

種
別

割
年

税
額

月
／

1
2

税
額

8
.
ﾃ
ﾞ
ｨ
ｰ
ｾ
ﾞ
ﾙ
車

新
車

新
規

登
録

後
1
1
年

超

税
 
額

 
の

 
合

 
計

納
 
税

 
済

 
証

継
続

検
査

及
び

構
造

等
変

更
検

査
用

の
納

税
証

明
と

し
て

使
用

す
る

場
合

の
有

効
期

限
は

、
翌

年
度

の
5
月

3
0
日

で
す

。
(
領

収
印

の
な

い
も

の
は

無
効

)

（
領

収
証

印
）

氏
 
名

又
は

名
 
称

k
m
/
l

Ａ
Ｔ

・
Ｍ

Ｔ

グリーン

化特例

1
.
電

気
・

天
然

ｶ
ﾞ
ｽ
・

P
H
V
・

C
D
乗

用
車

3
.
★

★
★

★
か

つ
3
2
年

度
燃

費
基

準
＋

1
0
%
達

成
5
.
(
3
0
年

度
)
★

★
★

★
か

つ
3
2
年

度
燃

費
基

準
＋

3
0
%
達

成
7
.
ｶ
ﾞ
ｿ
ﾘ
ﾝ
･
L
P
G
車

新
車

新
規

登
録

後
1
3
年

超

2
.
★

★
★

★
か

つ
3
2
年

度
燃

費
基

準
＋

3
0
%
達

成
4
.
(
3
0
年

度
)
電

気
・

天
然

ｶ
ﾞ
ｽ
・

P
H
V
・

C
D
乗

用
車

6
.
(
3
0
年

度
)
★

★
★

★
か

つ
3
2
年

度
燃

費
基

準
＋

1
0
%
達

成

，
，

０
０

　
円

環　境　性　能　割

初
度

登
録

年
月

（
初

度
検

査
年

月
）

3
.
昭

和
4
.
平

成
5
.
令

和

3
.
昭

和
4
.
平

成
5
.
令

和

車
両

総
重

量
車

台
番

号
（

下
７

桁
で

可
）

類
 
別

 
区

 
分

 
番

 
号

総
排

気
量

又
は

定
格

出
力

ロ
ー

タ
ー

数
燃

 
料

 
の

 
種

 
類

月

乗
　

車
　

定
　

員
最

 
大

 
積

 
載

 
量

車
　

両
　

重
　

量

高
　

　
さ

原
 
動

 
機

 
の

 
型

 
式

長
　

　
さ

幅

種
　

　
別

1
.
普

通
　

2
.
小

型
3
.
三

輪
　

4
.
軽

1
.
営

業
用

2
.
自

家
用 営
・

自
区

分
車

　
体

　
の

　
形

　
状

所  有  者使  用  者

住
所

又
は

所
在

地

(
ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞ
ﾅ
)

氏
 
名

又
は

名
 
称

(
ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞ
ﾅ
)

旧登録番号

0
1
.
乗

用
車

　
0
2
.
ト

ラ
ッ

ク
（

貨
物

）
　

0
3
.
ト

ラ
ッ

ク
（

貨
客

兼
用

車
）

　
0
4
.
ト

ラ
ッ

ク
（

け
ん

引
車

）
　

0
5
.
ト

ラ
ッ

ク
（

被
け

ん
引

車
）

0
6
.
バ

ス
（

一
般

乗
合

用
）

　
0
7
.
バ

ス
（

そ
の

他
（

　
　

　
　

）
）

　
0
8
.
三

輪
小

型
　

0
9
.
特

種
用

途
自

動
車

（
　

　
　

　
）

　
1
0
.
そ

の
他

（
　

　
　

　
）

　
1
1
.
バ

ス
（

一
般

貸
切

用
）

納 税
　

（申
　

告
　

・
　

報
　

告
　

）義 務 者

住所又は所在地

生
 
年

月
 
日

電
 
話

番
 
号

年号

（
右

詰
で

記
入

）

（旧車両番号）

（車両番号）

用途

型
　

　
　

　
式

車
 
 
名

 
（

通
 
称

 
名

）

運
輸

支
局

等
車

種
区

分

（
右

詰
で

記
入

）

か
な

（
　

　
　

　
　

　
）

知
事

殿

つ
ぎ

の
と

お
り

申
告

（
報

告
）

し
ま

す
。

　
　

年
　

　
月

　
　

日
環

　
境

性
能

割

種
別

割
取得原因

1
.
新

規
登

録
（

新
車

）
　

　
2
.
新

規
登

録
（

中
古

車
）

　
3
.
移

転
登

録
4
.
転

入
　

5
.
転

出
　

6
.
抹

消
登

録
7
.
変

更
（

使
用

者
・

住
所

・
氏

名
・

定
置

場
・

番
号

・
構

造
・

用
途

・
軽

自
動

車
の

所
有

者
）

8
.
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

自
動

車
税

（
環

境
性

能
割

・
種

別
割

）
申

告
書

（
報

告
書

）
申告区分

1
.
売

買
　

　
2
.
相

続
3
.
贈

与
4
.
所

有
権

留
保

解
除

5
.
そ

の
他

（
　

　
　

　
）

課税区分

1
.
課

税
　

2
.
非

課
税

　
3
.
課

税
免

除
4
.
減

免
（

障
害

者
・

そ
の

他
）

5
.
免

税
点

以
下

　
6
.
商

品
車

7
.
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
）

登
録

（
取

得
・

変
更

・
廃

車
等

）
年

月
日

登録番号

〒年号

1
.
明

治
　

2
.
大

正
3
.
昭

和
　

4
.
平

成
5
.
令

和

（
ビ

ル
・

ア
パ

ー
ト

・
マ

ン
シ

ョ
ン

及
び

棟
室

番
号

を
左

詰
で

記
入

）

年号
年

年
月

日

k
g

番
　

　
号

運
輸

支
局

等
車

種
区

分
か

な
番

　
　

号
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第

1
1
2
号

様
式

そ
の

２
（
第

7
1
条

の
２
、
第

7
2
条

関
係

）

新
規

用

申告区分

1
.
新

規
登

録
（

新
車

）
　

　
2
.
新

規
登

録
（

中
古

車
）

　
3
.
移

転
登

録
4
.
転

入
　

5
.
転

出
　

6
.
抹

消
登

録
7
.
変

更
（

使
用

者
・

住
所

・
氏

名
・

定
置

場
・

番
号

・
構

造
・

用
途

・
軽

自
動

車
の

所
有

者
）

8
.
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

取得原因

1
.
売

買
　

　
2
.
相

続
3
.
贈

与
4
.
所

有
権

留
保

解
除

5
.
そ

の
他

（
　

　
　

　
）

課税区分

1
.
課

税
　

2
.
非

課
税

　
3
.
課

税
免

除
4
.
減

免
（

障
害

者
・

そ
の

他
）

5
.
免

税
点

以
下

　
6
.
商

品
車

7
.
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
）

種
別

割
自

動
車

税
（

環
境

性
能

割
・

種
別

割
）

申
告

書
（

報
告

書
）

知
事

殿
環

　
境

性
能

割
つ

ぎ
の

と
お

り
申

告
（

報
告

）
し

ま
す

。
　

　
年

　
　

月
　

　
日

登録番号

（車両番号）

旧登録番号

（旧車両番号）

登
録

（
取

得
・

変
更

・
廃

車
等

）
年

月
日

初
度

登
録

年
月

（
初

度
検

査
年

月
）

運
輸

支
局

等
車

種
区

分
か

な
番

　
　

号
運

輸
支

局
等

車
種

区
分

か
な

番
　

　
号

納 税
　

（申
　

告
　

・
　

報
　

告
　

）義 務 者

住所又は所在地

用途
0
1
.
乗

用
車

　
0
2
.
ト

ラ
ッ

ク
（

貨
物

）
　

0
3
.
ト

ラ
ッ

ク
（

貨
客

兼
用

車
）

　
0
4
.
ト

ラ
ッ

ク
（

け
ん

引
車

）
　

0
5
.
ト

ラ
ッ

ク
（

被
け

ん
引

車
）

0
6
.
バ

ス
（

一
般

乗
合

用
）

　
0
7
.
バ

ス
（

そ
の

他
（

　
　

　
　

）
）

　
0
8
.
三

輪
小

型
　

0
9
.
特

種
用

途
自

動
車

（
　

　
　

　
）

　
1
0
.
そ

の
他

（
　

　
　

　
）

　
1
1
.
バ

ス
（

一
般

貸
切

用
）

〒

3
.
昭

和
4
.
平

成
5
.
令

和

3
.
昭

和
4
.
平

成
5
.
令

和

年号
年号

年
月

日

型
　

　
　

　
式

年
月

（
右

詰
で

記
入

）
（

右
詰

で
記

入
）

（
ビ

ル
・

ア
パ

ー
ト

・
マ

ン
シ

ョ
ン

及
び

棟
室

番
号

を
左

詰
で

記
入

）
乗

　
車

　
定

　
員

最
 
大

 
積

 
載

 
量

車
　

両
　

重
　

量

（
都

道
府

県
、

市
町

村
名

、
番

地
ま

で
を

記
入

）

種
　

　
別

営
・

自
区

分
車

　
体

　
の

　
形

　
状

車
 
 
名

 
（

通
 
称

 
名

）

車
両

総
重

量
車

台
番

号
（

下
７

桁
で

可
）

類
 
別

 
区

 
分

 
番

 
号

人
（

　
　

　
人

）
k
g
（

　
　

　
　

k
g
）

k
g

k
g

1
.
普

通
　

2
.
小

型
3
.
三

輪
　

4
.
軽

1
.
営

業
用

2
.
自

家
用

燃
 
料

 
の

 
種

 
類

lk
w

1
．

ガ
ソ

リ
ン

　
2
．

軽
油

3
．

そ
の

他
(
　

　
　

　
　

　
)

c
m

c
m

c
m

原
 
動

 
機

 
の

 
型

 
式

長
　

　
さ

幅
高

　
　

さ
総

排
気

量
又

は
定

格
出

力
ロ

ー
タ

ー
数

(
ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞ
ﾅ
)

車
 
検

 
有

 
効

 
期

 
限

商
品

車
で

あ
る

場
合

の
古

物
商

許
可

番
号

主
た

る
定

置
場

　
※

（
　

）
内

は
旧

主
た

る
定

置
場

所
在

の
市

町
村

名
を

記
入

氏
 
名

又
は

名
 
称

　
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日
（

　
　

　
　

　
　

　
）

印

環　境　性　能　割

通常の取得価額

電
 
話

番
 
号

1
．

自
己

所
有

　
　

2
．

所
有

権
留

保
　

　
3
．

商
品

車
　

　
4
．

リ
ー

ス
車

5
．

譲
渡

担
保

　
　

6
．

そ
の

他
(
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
)

（
左

詰
で

記
入

）

付
加

物
の

内
訳

（
品

名
）

（
価

額
）

年
月

日

付
　

　
加

　
　

物
所

　
　

有
　

　
形

　
　

態

，
，

０
０
０
　
円

車
　

両
　

本
　

体
（

課
税

標
準

基
準

額
）

，
，

０
０
０
　
円

取
　

　
得

　
　

前
　

　
の

　
　

用
　

　
途

生
 
年

月
 
日

1
.
明

治
　

2
.
大

正
3
.
昭

和
　

4
.
平

成
5
.
令

和

1
．

営
業

用
　

　
　

2
．

自
家

用
3
．

そ
の

他
(
　

　
　

　
　

　
　

　
　

)
年号

年

住
 
 
所

又
は

所
在

地

関わる者

以外に当該申告に

申告・報告義務者

課
 
税

 
標

 
準

 
額

，
，

０
０
０
　
円

(
ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞ
ﾅ
)

氏
 
名

又
は

名
 
称

氏
 
名

又
は

名
 
称

税
額

.
／

1
0
0

，
，

０
０
　
円

電
 
話

番
 
号

住
所

又
は

所
在

地
税

　
率

　
区

　
分

記
載

要
領

１
４

を
参

照

環
境

性
能

割
減

免
額

・
減

免
後

の
額

所  有  者

住
 
 
所

又
は

所
在

地

円

使  用  者旧
 

所
 

有
 

者

住
 
 
所

又
は

所
在

地

旧
所

有
者

の
住

所
、

氏
名

等
は

こ
の

欄
に

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

税
額

月
／

1
2

，
，

０
０

　
円

燃
 
 
 
 
費

変
 
速

 
装

 
置

構
 
 
造

バ
リ

ア
フ

リ
ー

・
Ａ

Ｓ
Ｖ

特
例

氏
 
名

又
は

名
 
称

k
m
/
l

種　別　割

年
　

税
　

額
，

，
０

０
　

円

(
ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞ
ﾅ
)

Ａ
Ｔ

・
Ｍ

Ｔ
Ａ

Ｂ
１

・
Ｂ

２

受・否

記
載

要
領

１
６

を
参

照

氏
 
名

又
は

名
 
称

グリーン

化特例

1
.
電

気
・

天
然

ｶ
ﾞ
ｽ
・

P
H
V
・

C
D
乗

用
車

2
.
★

★
★

★
か

つ
3
2
年

度
燃

費
基

準
＋

3
0
%
達

成

8
.
ﾃ
ﾞ
ｨ
ｰ
ｾ
ﾞ
ﾙ
車

新
車

新
規

登
録

後
1
1
年

超

※
こ

の
欄

に
は

記
入

し
な

い
こ

と

区
分

税
　

　
　

額

正
当

額
円

増
減

額
円

税
 
額

 
の

 
合

 
計

０
０

　
円

，
，

旧
 

使
 

用
 

者

住
 
 
所

又
は

所
在

地

旧
使

用
者

の
住

所
、

氏
名

等
は

こ
の

欄
に

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
3
.
★

★
★

★
か

つ
3
2
年

度
燃

費
基

準
＋

1
0
%
達

成
4
.
(
3
0
年

度
)
電

気
・

天
然

ｶ
ﾞ
ｽ
・

P
H
V
・

C
D
乗

用
車

5
.
(
3
0
年

度
)
★

★
★

★
か

つ
3
2
年

度
燃

費
基

準
＋

3
0
%
達

成
6
.
(
3
0
年

度
)
★

★
★

★
か

つ
3
2
年

度
燃

費
基

準
＋

1
0
%
達

成
7
.
ｶ
ﾞ
ｿ
ﾘ
ﾝ
･
L
P
G
車

新
車

新
規

登
録

後
1
3
年

超

氏
 
名

又
は

名
 
称

処
理

年
月

日

摘
要

環
境

性
能

割
種

別
割

（
　

　
　

　
　

　
）

年
月

日
※

年
月

日

1
．

抹
消

2
．

賦
課

取
消

3
．

誤
賦

課

4
．

5
0
条

該
当

5
．

1
5
条

該
当

6
．

県
別

換
出

7
．

そ
の

他

減
額

1
．

更
正

請
求

2
．

5
7
条

の
４

該
当

3
．

1
5
条

該
当

4
．

そ
の

他

差
引

税
額

整
理

番
号

減
免

額
・

減
免

後
の

額
種

 
 
別

 
 
割

減
　

　
額

　
　

理
　

　
由
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第

1
1
2
号

様
式

そ
の

３
（
第

7
1
条

の
２
、
第

7
2
条

関
係

）

自
動

車
税

（
環

境
性

能
割

・
種

別
割

）
連

絡
票

登録番号

（車両番号）

運
輸

支
局

等
車

種
区

分
か

な
番

　
　

号

（
右

詰
で

記
入

）
（

右
詰

で
記

入
）

，
，

０
０
　
円

電
 
話

番
 
号

住
 
 
所

又
は

所
在

地

関わる者

以外に当該申告に

申告・報告義務者
環

境
性

能
割

氏
 
名

又
は

名
 
称

種
 
 
別

 
 
割

環
境

性
能

割
減

免
額

・
減

免
後

の
額

（
　

　
　

　
　

　
）

減
免

額
・

減
免

後
の

額

０
０

　
円

，
，

納
付

税
額

種
別

割
，

，
０

０
　

円
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第

1
1
3
号

様
式

そ
の

１
（
第

7
1
条

の
２
、
第

7
2
条

関
係

）

　

移
転

変
更

用
及

び
抹

消
・

転
出

用

（
※

）
こ

の
控

え
は

重
要

な
証

拠
に

な
り

ま
す

か
ら

大
切

に
保

存
し

て
く

だ
さ

い
。

　

※
下

の
欄

に
は

記
入

し
な

い
で

く
だ

さ
い

（
職

員
記

入
）

。

lk
w

1
．

ガ
ソ

リ
ン

　
2
．

軽
油

3
．

そ
の

他
(
　

　
　

　
　

　
)

（
　

　
　

　
　

　
　

）

年
1
．

営
業

用
　

　
　

2
．

自
家

用
3
．

そ
の

他
(
　

　
　

　
　

　
　

　
　

)

，
，

０
０

　
円

（
備

考
）

　
１

　
自

動
車

税
の

種
別

割
は

、
そ

の
所

有
者

が
納

税
義

務
者

で
す

。
た

だ
し

、
　

　
所

有
権

を
留

保
し

て
い

る
場

合
は

、
使

用
者

（
買

主
）

が
納

税
義

務
者

と
な

　
　

り
ま

す
。

　
２

　
売

買
契

約
書

等
取

引
価

額
を

証
す

る
書

類
の

写
し

及
び

控
除

額
の

内
訳

を
　

　
証

す
る

書
類

を
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。

な
お

、
通

常
の

取
引

価
額

で
申

告
さ

　
　

れ
る

場
合

は
、

こ
れ

ら
の

書
類

を
省

い
て

も
差

し
支

え
あ

り
ま

せ
ん

。

　
３

　
形

式
的

所
有

権
の

移
転

に
伴

う
非

課
税

に
該

当
す

る
も

の
、

そ
の

他
課

税
　

　
免

除
に

該
当

す
る

も
の

は
、

こ
れ

を
証

す
る

書
類

を
添

付
し

て
く

だ
さ

い
。

文
字

は
か

い
書

で
、

て
い

ね
い

に
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

Ａ
Ｂ

１
・

Ｂ
２

記
載

要
領

１
６

を
参

照

，
，

０
０

　
円

円

，
，

０
０
０
　
円

受・否

（
左

詰
で

記
入

）

（
都

道
府

県
、

市
町

村
名

、
番

地
ま

で
を

記
入

）

氏
 
名

又
は

名
 
称

(
ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞ
ﾅ
)

印

年
月

日

車
　

両
　

本
　

体
（

課
税

標
準

基
準

額
）

通常の取得価額
付

加
物

の
内

訳

（
品

名
）

（
価

額
）

住
 
 
所

又
は

所
在

地

人
（

　
　

　
人

）
k
g
（

　
　

　
　

k
g
）

k
g

c
m

c
m

c
m

　
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日

，
，

０
０
０
　
円

燃
 
 
 
 
費

変
 
速

 
装

 
置

構
 
 
造

バ
リ

ア
フ

リ
ー

・
Ａ

Ｓ
Ｖ

特
例

税
　

率
　

区
　

分
記

載
要

領
１

４
を

参
照

車
 
検

 
有

 
効

 
期

 
限

商
品

車
で

あ
る

場
合

の
古

物
商

許
可

番
号

，
０
０
０
　
円

，
付

　
　

加
　

　
物

税
額

.
，

，
０
０
　
円

／
1
0
0

課
 
税

 
標

 
準

 
額

環
境

性
能

割

種
 
 
別

 
 
割

減
免

額
・

減
免

後
の

額

減
免

額
・

減
免

後
の

額

氏
 
名

又
は

名
 
称

住
 
 
所

又
は

所
在

地

電
 
話

番
 
号

関わる者

以外に当該申告に

申告・報告義務者

主
た

る
定

置
場

　
※

（
　

）
内

は
旧

主
た

る
定

置
場

所
在

の
市

町
村

名
を

記
入

取
　

　
得

　
　

前
　

　
の

　
　

用
　

　
途

所
　

　
有

　
　

形
　

　
態

1
．

自
己

所
有

　
　

2
．

所
有

権
留

保
　

　
3
．

商
品

車
　

　
4
．

リ
ー

ス
車

5
．

譲
渡

担
保

　
　

6
．

そ
の

他
(
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
)

種
別

割
年

税
額

月
／

1
2

税
額

8
.
ﾃ
ﾞ
ｨ
ｰ
ｾ
ﾞ
ﾙ
車

新
車

新
規

登
録

後
1
1
年

超

税
 
額

 
の

 
合

 
計

納
 
税

 
済

 
証

継
続

検
査

及
び

構
造

等
変

更
検

査
用

の
納

税
証

明
と

し
て

使
用

す
る

場
合

の
有

効
期

限
は

、
翌

年
度

の
5
月

3
0
日

で
す

。
(
領

収
印

の
な

い
も

の
は

無
効

)

（
領

収
証

印
）

氏
 
名

又
は

名
 
称

k
m
/
l

Ａ
Ｔ

・
Ｍ

Ｔ

グリーン

化特例

1
.
電

気
・

天
然

ｶ
ﾞ
ｽ
・

P
H
V
・

C
D
乗

用
車

3
.
★

★
★

★
か

つ
3
2
年

度
燃

費
基

準
＋

1
0
%
達

成
5
.
(
3
0
年

度
)
★

★
★

★
か

つ
3
2
年

度
燃

費
基

準
＋

3
0
%
達

成
7
.
ｶ
ﾞ
ｿ
ﾘ
ﾝ
･
L
P
G
車

新
車

新
規

登
録

後
1
3
年

超

2
.
★

★
★

★
か

つ
3
2
年

度
燃

費
基

準
＋

3
0
%
達

成
4
.
(
3
0
年

度
)
電

気
・

天
然

ｶ
ﾞ
ｽ
・

P
H
V
・

C
D
乗

用
車

6
.
(
3
0
年

度
)
★

★
★

★
か

つ
3
2
年

度
燃

費
基

準
＋

1
0
%
達

成

，
，

０
０

　
円

環　境　性　能　割

車
両

総
重

量
車

台
番

号
（

下
７

桁
で

可
）

類
 
別

 
区

 
分

 
番

 
号

総
排

気
量

又
は

定
格

出
力

ロ
ー

タ
ー

数
燃

 
料

 
の

 
種

 
類

月

型
　

　
　

　
式

車
 
 
名

 
（

通
 
称

 
名

）

運
輸

支
局

等
車

種
区

分

（
右

詰
で

記
入

）

か
な

（
　

　
　

　
　

　
）

運
輸

支
局

等
車

種
区

分
か

な
番

　
　

号

乗
　

車
　

定
　

員
最

 
大

 
積

 
載

 
量

車
　

両
　

重
　

量

高
　

　
さ

原
 
動

 
機

 
の

 
型

 
式

長
　

　
さ

幅

種
　

　
別

1
.
普

通
　

2
.
小

型
3
.
三

輪
　

4
.
軽

1
.
営

業
用

2
.
自

家
用 営
・

自
区

分
車

　
体

　
の

　
形

　
状

初
度

登
録

年
月

（
初

度
検

査
年

月
）

3
.
昭

和
4
.
平

成
5
.
令

和

3
.
昭

和
4
.
平

成
5
.
令

和

知
事

殿

つ
ぎ

の
と

お
り

申
告

（
報

告
）

し
ま

す
。

　
　

年
　

　
月

　
　

日
環

　
境

性
能

割

種
別

割
取得原因

1
.
新

規
登

録
（

新
車

）
　

　
2
.
新

規
登

録
（

中
古

車
）

　
3
.
移

転
登

録
4
.
転

入
　

5
.
転

出
　

6
.
抹

消
登

録
7
.
変

更
（

使
用

者
・

住
所

・
氏

名
・

定
置

場
・

番
号

・
構

造
・

用
途

・
軽

自
動

車
の

所
有

者
）

8
.
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

自
動

車
税

（
環

境
性

能
割

・
種

別
割

）
申

告
書

（
報

告
書

）

所  有  者使  用  者

住
所

又
は

所
在

地

(
ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞ
ﾅ
)

氏
 
名

又
は

名
 
称

(
ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞ
ﾅ
)

旧登録番号

0
1
.
乗

用
車

　
0
2
.
ト

ラ
ッ

ク
（

貨
物

）
　

0
3
.
ト

ラ
ッ

ク
（

貨
客

兼
用

車
）

　
0
4
.
ト

ラ
ッ

ク
（

け
ん

引
車

）
　

0
5
.
ト

ラ
ッ

ク
（

被
け

ん
引

車
）

0
6
.
バ

ス
（

一
般

乗
合

用
）

　
0
7
.
バ

ス
（

そ
の

他
（

　
　

　
　

）
）

　
0
8
.
三

輪
小

型
　

0
9
.
特

種
用

途
自

動
車

（
　

　
　

　
）

　
1
0
.
そ

の
他

（
　

　
　

　
）

　
1
1
.
バ

ス
（

一
般

貸
切

用
）

納 税
　

（申
　

告
　

・
　

報
　

告
　

）義 務 者

住所又は所在地

生
 
年

月
 
日

電
 
話

番
 
号

年号

（
右

詰
で

記
入

）

（旧車両番号）

（車両番号）

用途

申告区分

1
.
売

買
　

　
2
.
相

続
3
.
贈

与
4
.
所

有
権

留
保

解
除

5
.
そ

の
他

（
　

　
　

　
）

課税区分

1
.
課

税
　

2
.
非

課
税

　
3
.
課

税
免

除
4
.
減

免
（

障
害

者
・

そ
の

他
）

5
.
免

税
点

以
下

　
6
.
商

品
車

7
.
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
）

登
録

（
取

得
・

変
更

・
廃

車
等

）
年

月
日

登録番号

〒年号

1
.
明

治
　

2
.
大

正
3
.
昭

和
　

4
.
平

成
5
.
令

和

（
ビ

ル
・

ア
パ

ー
ト

・
マ

ン
シ

ョ
ン

及
び

棟
室

番
号

を
左

詰
で

記
入

）

年号
年

年
月

日

k
g

番
　

　
号
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第

1
1
3
号

様
式

そ
の

２
（
第

7
1
条

の
２
、
第

7
2
条

関
係

）

1
.
売

買
　

　
2
.
相

続
3
.
贈

与
4
.
所

有
権

留
保

解
除

5
.
そ

の
他

（
　

　
　

　
）

課税区分

1
.
課

税
　

2
.
非

課
税

　
3
.
課

税
免

除
4
.
減

免
（

障
害

者
・

そ
の

他
）

5
.
免

税
点

以
下

　
6
.
商

品
車

7
.
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
）

種
別

割

移
転

変
更

用
及

び
抹

消
・

転
出

用

知
事

殿
環

　
境

性
能

割
つ

ぎ
の

と
お

り
申

告
（

報
告

）
し

ま
す

。
　

　
年

　
　

月
　

　
日

自
動

車
税

（
環

境
性

能
割

・
種

別
割

）
申

告
書

（
報

告
書

）

登録番号

（車両番号）

旧登録番号

（旧車両番号）

登
録

（
取

得
・

変
更

・
廃

車
等

）
年

月
日

初
度

登
録

年
月

（
初

度
検

査
年

月
）

運
輸

支
局

等
車

種
区

分
か

な
番

　
　

号
運

輸
支

局
等

車
種

区
分

か
な

番
　

　
号

月
（

右
詰

で
記

入
）

（
右

詰
で

記
入

）

申告区分

1
.
新

規
登

録
（

新
車

）
　

　
2
.
新

規
登

録
（

中
古

車
）

　
3
.
移

転
登

録
4
.
転

入
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
.
転

出
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
.
抹

消
登

録
7
.
変

更
（

使
用

者
・

住
所

・
氏

名
・

定
置

場
・

番
号

・
構

造
・

用
途

・
軽

自
動

車
の

所
有

者
）

8
.
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

取得原因

納 税
　

（申
　

告
　

・
　

報
　

告
　

）義 務 者

住所又は所在地

用途
0
1
.
乗

用
車

　
0
2
.
ト

ラ
ッ

ク
（

貨
物

）
　

0
3
.
ト

ラ
ッ

ク
（

貨
客

兼
用

車
）

　
0
4
.
ト

ラ
ッ

ク
（

け
ん

引
車

）
　

0
5
.
ト

ラ
ッ

ク
（

被
け

ん
引

車
）

0
6
.
バ

ス
（

一
般

乗
合

用
）

　
0
7
.
バ

ス
（

そ
の

他
（

　
　

　
　

）
）

　
0
8
.
三

輪
小

型
　

0
9
.
特

種
用

途
自

動
車

（
　

　
　

　
）

　
1
0
.
そ

の
他

（
　

　
　

　
）

　
1
1
.
バ

ス
（

一
般

貸
切

用
）

〒

3
.
昭

和
4
.
平

成
5
.
令

和

3
.
昭

和
4
.
平

成
5
.
令

和

年号
年号

年
月

日

型
　

　
　

　
式

年

（
ビ

ル
・

ア
パ

ー
ト

・
マ

ン
シ

ョ
ン

及
び

棟
室

番
号

を
左

詰
で

記
入

）
乗

　
車

　
定

　
員

最
 
大

 
積

 
載

 
量

車
　

両
　

重
　

量

（
都

道
府

県
、

市
町

村
名

、
番

地
ま

で
を

記
入

）

種
　

　
別

営
・

自
区

分
車

　
体

　
の

　
形

　
状

車
 
 
名

 
（

通
 
称

 
名

）

車
両

総
重

量
車

台
番

号
（

下
７

桁
で

可
）

類
 
別

 
区

 
分

 
番

 
号

人
（

　
　

　
人

）
k
g
（

　
　

　
　

k
g
）

k
g

k
g

1
.
普

通
　

2
.
小

型
3
.
三

輪
　

4
.
軽

1
.
営

業
用

2
.
自

家
用

燃
 
料

 
の

 
種

 
類

lk
w

1
．

ガ
ソ

リ
ン

　
2
．

軽
油

3
．

そ
の

他
(
　

　
　

　
　

　
)

c
m

c
m

c
m

原
 
動

 
機

 
の

 
型

 
式

長
　

　
さ

幅
高

　
　

さ
総

排
気

量
又

は
定

格
出

力
ロ

ー
タ

ー
数

(
ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞ
ﾅ
)

車
 
検

 
有

 
効

 
期

 
限

商
品

車
で

あ
る

場
合

の
古

物
商

許
可

番
号

主
た

る
定

置
場

　
※

（
　

）
内

は
旧

主
た

る
定

置
場

所
在

の
市

町
村

名
を

記
入

氏
 
名

又
は

名
 
称

　
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日
（

　
　

　
　

　
　

　
）

印

環　境　性　能　割

通常の取得価額

電
 
話

番
 
号

1
．

自
己

所
有

　
　

2
．

所
有

権
留

保
　

　
3
．

商
品

車
　

　
4
．

リ
ー

ス
車

5
．

譲
渡

担
保

　
　

6
．

そ
の

他
(
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
)

（
左

詰
で

記
入

）

付
加

物
の

内
訳

（
品

名
）

（
価

額
）

年
月

日

付
　

　
加

　
　

物
所

　
　

有
　

　
形

　
　

態

，
，

０
０
０
　
円

車
　

両
　

本
　

体
（

課
税

標
準

基
準

額
）

，
，

０
０
０
　
円

取
　

　
得

　
　

前
　

　
の

　
　

用
　

　
途

生
 
年

月
 
日

1
.
明

治
　

2
.
大

正
3
.
昭

和
　

4
.
平

成
5
.
令

和

1
．

営
業

用
　

　
　

2
．

自
家

用
3
．

そ
の

他
(
　

　
　

　
　

　
　

　
　

)
年号

年

住
 
 
所

又
は

所
在

地

関わる者

以外に当該申告に

申告・報告義務者

課
 
税

 
標

 
準

 
額

，
，

０
０
０
　
円

(
ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞ
ﾅ
)

氏
 
名

又
は

名
 
称

氏
 
名

又
は

名
 
称

税
額

.
／

1
0
0

，
，

０
０
　
円

電
 
話

番
 
号

住
所

又
は

所
在

地
税

　
率

　
区

　
分

記
載

要
領

１
４

を
参

照

環
境

性
能

割
減

免
額

・
減

免
後

の
額

所  有  者

住
 
 
所

又
は

所
在

地

円

使  用  者旧
 

所
 

有
 

者

住
 
 
所

又
は

所
在

地

旧
所

有
者

の
住

所
、

氏
名

等
は

こ
の

欄
に

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

税
額

月
／

1
2

，
，

０
０

　
円

燃
 
 
 
 
費

変
 
速

 
装

 
置

構
 
 
造

バ
リ

ア
フ

リ
ー

・
Ａ

Ｓ
Ｖ

特
例

氏
 
名

又
は

名
 
称

k
m
/
l

種　別　割

年
　

税
　

額
，

，
０

０
　

円

(
ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞ
ﾅ
)

Ａ
Ｔ

・
Ｍ

Ｔ
Ａ

Ｂ
１

・
Ｂ

２

受・否

記
載

要
領

１
６

を
参

照

氏
 
名

又
は

名
 
称

グリーン

化特例

1
.
電

気
・

天
然

ｶ
ﾞ
ｽ
・

P
H
V
・

C
D
乗

用
車

2
.
★

★
★

★
か

つ
3
2
年

度
燃

費
基

準
＋

3
0
%
達

成

8
.
ﾃ
ﾞ
ｨ
ｰ
ｾ
ﾞ
ﾙ
車

新
車

新
規

登
録

後
1
1
年

超

※
こ

の
欄

に
は

記
入

し
な

い
こ

と

区
分

税
　

　
　

額

正
当

額
円

増
減

額
円

税
 
額

 
の

 
合

 
計

０
０

　
円

，
，

旧
 

使
 

用
 

者

住
 
 
所

又
は

所
在

地

旧
使

用
者

の
住

所
、

氏
名

等
は

こ
の

欄
に

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
3
.
★

★
★

★
か

つ
3
2
年

度
燃

費
基

準
＋

1
0
%
達

成
4
.
(
3
0
年

度
)
電

気
・

天
然

ｶ
ﾞ
ｽ
・

P
H
V
・

C
D
乗

用
車

5
.
(
3
0
年

度
)
★

★
★

★
か

つ
3
2
年

度
燃

費
基

準
＋

3
0
%
達

成
6
.
(
3
0
年

度
)
★

★
★

★
か

つ
3
2
年

度
燃

費
基

準
＋

1
0
%
達

成
7
.
ｶ
ﾞ
ｿ
ﾘ
ﾝ
･
L
P
G
車

新
車

新
規

登
録

後
1
3
年

超

氏
 
名

又
は

名
 
称

処
理

年
月

日

摘
要

環
境

性
能

割
種

別
割

（
　

　
　

　
　

　
）

年
月

日
※

年
月

日

1
．

抹
消

2
．

賦
課

取
消

3
．

誤
賦

課

4
．

5
0
条

該
当

5
．

1
5
条

該
当

6
．

県
別

換
出

7
．

そ
の

他

減
額

1
．

更
正

請
求

2
．

5
7
条

の
４

該
当

3
．

1
5
条

該
当

4
．

そ
の

他

差
引

税
額

整
理

番
号

減
免

額
・

減
免

後
の

額
種

 
 
別

 
 
割

減
　

　
額

　
　

理
　

　
由
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第

1
1
3
号

様
式

そ
の

３
（
第

7
1
条

の
２
、
第

7
2
条

関
係

）

自
動

車
税

（
環

境
性

能
割

・
種

別
割

）
連

絡
票

登録番号

（車両番号）

運
輸

支
局

等
車

種
区

分
か

な
番

　
　

号

（
右

詰
で

記
入

）
（

右
詰

で
記

入
）

，
，

０
０
　
円

電
 
話

番
 
号

住
 
 
所

又
は

所
在

地

関わる者

以外に当該申告に

申告・報告義務者
環

境
性

能
割

氏
 
名

又
は

名
 
称

種
 
 
別

 
 
割

環
境

性
能

割
減

免
額

・
減

免
後

の
額

（
　

　
　

　
　

　
）

減
免

額
・

減
免

後
の

額

０
０

　
円

，
，

納
付

税
額

種
別

割
，

，
０

０
　

円
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第

1
1
3
号

様
式

そ
の

４
（
第

7
1
条

の
２
、
第

7
2
条

関
係

）

移
転

変
更

用
及

び
抹

消
・

転
出

用

住
所

コ
ー

ド

申
告

書
・

所
有

形
態

状
態

税
率

コ
ー

ド
・

税
額

種別割

取
得

年
月

日

申
告

年
月

日

申
告

・
課

税

税
率

区
分

バ
リ

ア
フ

リ
ー

・
Ａ

Ｓ
Ｖ

特
例

０
０

　
円

グリーン

化特例

1
.
電

気
・

天
然

ｶ
ﾞ
ｽ
・

P
H
V
・

C
D
乗

用
車

2
.
★

★
★

★
か

つ
3
2
年

度
燃

費
基

準
＋

3
0
%
達

成

減
免

額
・

減
免

後
の

額
種

 
 
別

 
 
割

所
　

　
有

　
　

形
　

　
態

，

記
載

要
領

１
６

を
参

照

０
０

　
円

，
，

旧
 

使
 

用
 

者

氏
 
名

又
は

名
 
称

種　別　割

税
 
額

 
の

 
合

 
計

旧
所

有
者

の
住

所
、

氏
名

等
は

こ
の

欄
に

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

旧
使

用
者

の
住

所
、

氏
名

等
は

こ
の

欄
に

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

住
 
 
所

又
は

所
在

地
氏

 
名

又
は

名
 
称

旧
 

所
 

有
 

者

住
 
 
所

又
は

所
在

地

3
.
★

★
★

★
か

つ
3
2
年

度
燃

費
基

準
＋

1
0
%
達

成
4
.
(
3
0
年

度
)
電

気
・

天
然

ｶ
ﾞ
ｽ
・

P
H
V
・

C
D
乗

用
車

5
.
(
3
0
年

度
)
★

★
★

★
か

つ
3
2
年

度
燃

費
基

準
＋

3
0
%
達

成
6
.
(
3
0
年

度
)
★

★
★

★
か

つ
3
2
年

度
燃

費
基

準
＋

1
0
%
達

成
7
.
ｶ
ﾞ
ｿ
ﾘ
ﾝ
･
L
P
G
車

新
車

新
規

登
録

後
1
3
年

超
8
.
ﾃ
ﾞ
ｨ
ｰ
ｾ
ﾞ
ﾙ
車

新
車

新
規

登
録

後
1
1
年

超

税
額

月
／

1
2

，
，

電
 
話

番
 
号

使  用  者

住
所

又
は

所
在

地
税

　
率

　
区

　
分

記
載

要
領

１
４

を
参

照

環
境

性
能

割
減

免
額

・
減

免
後

の
額

燃
 
 
 
 
費

変
 
速

 
装

 
置

構
 
 
造

Ａ
Ｂ

１
・

Ｂ
２

受・否

所  有  者

住
 
 
所

又
は

所
在

地

円
住

 
 
所

又
は

所
在

地

関わる者

以外に当該申告に

申告・報告義務者

課
 
税

 
標

 
準

 
額

，
，

０
０
０
　
円

（
価

額
）

納 税
　

（申
　

告
　

・
　

報
　

告
　

）義 務 者

住所又は所在地

〒

(
ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞ
ﾅ
)

氏
 
名

又
は

名
 
称

氏
 
名

又
は

名
 
称

税
額

.
／

1
0
0

，

(
ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞ
ﾅ
)

車
 
検

 
有

 
効

 
期

 
限

商
品

車
で

あ
る

場
合

の
古

物
商

許
可

番
号

主
た

る
定

置
場

　
※

（
　

）
内

は
旧

主
た

る
定

置
場

所
在

の
市

町
村

名
を

記
入

氏
 
名

又
は

名
 
称

　
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日
（

　
　

　
　

　
　

　
）

印

環　境　性　能　割

通常の取得価額

年
月

日

車
　

両
　

本
　

体
（

課
税

標
準

基
準

額
）

，
，

氏
 
名

又
は

名
 
称

k
m
/
l

年
　

税
　

額
，

，
０

０
　

円

(
ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞ
ﾅ
)

Ａ
Ｔ

・
Ｍ

Ｔ

，
０
０
　
円

総
排

気
量

又
は

定
格

出
力

ロ
ー

タ
ー

数
k
g

０
０
０
　
円

取
　

　
得

　
　

前
　

　
の

　
　

用
　

　
途

生
 
年

月
 
日

1
.
明

治
　

2
.
大

正
3
.
昭

和
　

4
.
平

成
5
.
令

和

1
．

営
業

用
　

　
　

2
．

自
家

用
3
．

そ
の

他
(
　

　
　

　
　

　
　

　
　

)
年号

年

付
　

　
加

　
　

物

燃
 
料

 
の

 
種

 
類

lk
w

1
．

ガ
ソ

リ
ン

　
2
．

軽
油

3
．

そ
の

他
(
　

　
　

　
　

　
)

c
m

c
m

c
m

，
０
０
０
　
円

電
 
話

番
 
号

1
．

自
己

所
有

　
　

2
．

所
有

権
留

保
　

　
3
．

商
品

車
　

　
4
．

リ
ー

ス
車

5
．

譲
渡

担
保

　
　

6
．

そ
の

他
(
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
)

（
左

詰
で

記
入

）

付
加

物
の

内
訳

（
品

名
）

1
.
売

買
　

　
2
.
相

続
3
.
贈

与
4
.
所

有
権

留
保

解
除

5
.
そ

の
他

（
　

　
　

　
）

課税区分

1
.
課

税
　

2
.
非

課
税

　
3
.
課

税
免

除
4
.
減

免
（

障
害

者
・

そ
の

他
）

5
.
免

税
点

以
下

　
6
.
商

品
車

7
.
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
）

（
ビ

ル
・

ア
パ

ー
ト

・
マ

ン
シ

ョ
ン

及
び

棟
室

番
号

を
左

詰
で

記
入

）
乗

　
車

　
定

　
員

最
 
大

 
積

 
載

 
量

車
　

両
　

重
　

量
車

両
総

重
量

車
台

番
号

（
下

７
桁

で
可

）

種
　

　
別

営
・

自
区

分
車

　
体

　
の

　
形

　
状

車
 
 
名

 
（

通
 
称

 
名

）
型

　
　

　
　

式

1
.
普

通
　

2
.
小

型
3
.
三

輪
　

4
.
軽

1
.
営

業
用

2
.
自

家
用

類
 
別

 
区

 
分

 
番

 
号

用途
0
1
.
乗

用
車

　
0
2
.
ト

ラ
ッ

ク
（

貨
物

）
　

0
3
.
ト

ラ
ッ

ク
（

貨
客

兼
用

車
）

　
0
4
.
ト

ラ
ッ

ク
（

け
ん

引
車

）
　

0
5
.
ト

ラ
ッ

ク
（

被
け

ん
引

車
）

0
6
.
バ

ス
（

一
般

乗
合

用
）

　
0
7
.
バ

ス
（

そ
の

他
（

　
　

　
　

）
）

　
0
8
.
三

輪
小

型
　

0
9
.
特

種
用

途
自

動
車

（
　

　
　

　
）

　
1
0
.
そ

の
他

（
　

　
　

　
）

　
1
1
.
バ

ス
（

一
般

貸
切

用
）

年号

初
度

登
録

年
月

（
初

度
検

査
年

月
）

運
輸

支
局

等
車

種
区

分
か

な

申告区分

1
.
新

規
登

録
（

新
車

）
　

　
2
.
新

規
登

録
（

中
古

車
）

　
3
.
移

転
登

録
4
.
転

入
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
.
転

出
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
.
抹

消
登

録
7
.
変

更
（

使
用

者
・

住
所

・
氏

名
・

定
置

場
・

番
号

・
構

造
・

用
途

・
軽

自
動

車
の

所
有

者
）

8
.
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

取得原因

年号
年

月

種
別

割

（
右

詰
で

記
入

）

登
録

（
取

得
・

変
更

・
廃

車
等

）
年

月
日

自
動

車
税

（
環

境
性

能
割

・
種

別
割

）
申

告
書

（
報

告
書

）

知
事

殿
環

　
境

性
能

割
つ

ぎ
の

と
お

り
申

告
（

報
告

）
し

ま
す

。
　

　
年

　
　

月
　

　
日

年
月

（
右

詰
で

記
入

）

3
.
昭

和
4
.
平

成
5
.
令

和

3
.
昭

和
4
.
平

成
5
.
令

和

番
　

　
号

運
輸

支
局

等
車

種
区

分
か

な
番

　
　

号

日

税
額

価
額

(
本

体
・

付
加

)

状
態

・
特

例

環 境 性 能 割

※
こ

の
欄

に
は

記
入

し
な

い
こ

と

（
　

　
　

　
　

　
）

登録番号

（車両番号）

旧登録番号

（旧車両番号）

（
都

道
府

県
、

市
町

村
名

、
番

地
ま

で
を

記
入

）

人
（

　
　

　
人

）
k
g
（

　
　

　
　

k
g
）

k
g

原
 
動

 
機

 
の

 
型

 
式

長
　

　
さ

幅
高

　
　

さ
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第
百
十
三
号
の
三
様
式
及
び
第
百
十
三
号
の
四
様
式
中
「自

動
車
税

」
を
「自

動
車
税
（
種
別
割
）

」
に
改
め
る
。

　

第
百
十
三
号
の
五
様
式
そ
の
一
中
「自

動
車
税

」
を
「自

動
車
税
（
種
別
割
）

」
に
、
「第

54条
の

２

」
を
「第

57条
の
12

」
に
改
め
る
。

　

第
百
十
三
号
の
五
様
式
そ
の
二
中
「第

54条
の
２

」
を
「第

57条
の
12

」
に
改
め
る
。

　

第
百
十
三
号
の
五
様
式
そ
の
三
中
「第

54条
の
２

」
を
「第

57条
の
12

」
に
、
「７

月
25日

」
を
「�

　
　
月　
　
日

」
に
改
め
る
。

　

第
百
十
三
号
の
六
様
式
中
「第

54条
の
２

」
を
「第

57条
の
12

」
に
改
め
る
。

　

第
百
十
四
号
様
式
そ
の
一
中
「自

動
車
税

」
を
「自

動
車
税
（
種
別
割
）

」
に
、
「法

146

」
を
「�

法
148

」
に
、
「条

例
49

」
を
「条

例
50

」
に
改
め
る
。

　

第
百
十
四
号
様
式
そ
の
二
中
「自

動
車
税

」
を
「自

動
車
税
（
種
別
割
）

」
に
改
め
る
。

　

第
百
二
十
一
号
の
六
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
121号

の
６
様
式　
削
除

　

第
百
二
十
一
号
の
七
様
式
か
ら
第
百
二
十
一
号
の
十
一
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第

1
2
1
号

の
７
様

式
そ
の

１
（
第

７
１
条

の
２
関

係
）

譲渡人又は所有者

住
 
 
所

又
は

所
在

地

(
ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞ
ﾅ
)

氏
 
名

又
は

名
 
称

②Ａ

取得価額 特例区分

Ｂ
延

滞
金

額

税
額

①
×

②

主
た

る
定

置
場

納
付

額
０

登
録

（
取

得
）

年
月

日

(
ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞ
ﾅ
)

氏
 
名

又
は

名
 
称

印

電
 
話

番
 
号

（
左

詰
で

記
入

）

年

種別

０
０

.

備
考

課
税

標
準

額

税
率

万
千

　
　

・
こ

の
控

え
は

重
要

な
証

拠
に

な
り

ま
す

か
ら

　
　

　
大

切
に

保
存

し
て

く
だ

さ
い

。

文
字

は
か

い
書

で
、

て
い

ね
い

に
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

・
　

記
載

に
つ

い
て

の
お

願
い

　
１

　
所

有
権

留
保

付
割

賦
販

売
の

場
合

は
、

「
納

税
義

務
者

」
欄

に
使

用
者

を
、

「
所

有
者

」
欄

に
所

有
者

を
記

載
し

て
　

　
く

だ
さ

い
。

　
２

　
「

既
に

確
定

し
た

税
額

」
欄

は
当

該
自

動
車

に
つ

い
て

既
に

申
告

納
付

し
た

額
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
・

　
申

告
書

の
提

出
に

つ
い

て
　

　
こ

の
申

告
書

は
、

運
輸

支
局

（
自

動
車

検
査

登
録

事
務

所
）

構
内

の
県

税
窓

口
に

提
出

し
て

く
だ

さ
い

。

０
０

百
十

万
千

百
十

円

Ａ
＋

Ｂ
０

０

納
 
税

 
済

 
証

（
領

収
印

）

修
正

申
告

額
イ

既
に

確
定

し
た

税
額

ロ

.
／

1
0
0

０

０
０

０
０

百
十

円
百

十

／
1
0
0

百
十

０

車
　

　
　

　
　

　
名

型
　

　
　

　
　

　
　

式
車

　
　

台
　

　
番

　
　

号

０

0
1
．

低
燃

費
車

(
乗

用
車

)
（

　
　

　
年

度
基

準
　

　
　

%
 
達

成
)
　

0
2
．

低
燃

費
車

(
バ

ス
・

ト
ラ

ッ
ク

)
（

　
　

　
年

度
基

準
　

　
　

%
 
達

成
)

0
3
．

電
気

　
0
4
．

天
然

ガ
ス

　
0
5
．

プ
ラ

グ
イ

ン
ハ

イ
ブ

リ
ッ

ド
　

0
6
．

ク
リ

ー
ン

デ
ィ

ー
ゼ

ル
乗

用
車

こ
の

申
告

に
よ

り
納

付
す

べ
き

額
イ

－
ロ

ハ

０
０

申告区分

1
．

新
規

登
録

(
新

車
)
　

2
．

新
規

登
録

(
中

古
車

)
3
．

移
転

登
録

　
　

　
　

4
．

そ
の

他
(
　

　
　

　
)

取得原因

1
．

売
買

　
　

2
．

相
続

3
．

贈
与

　
　

4
．

所
有

権
留

保
解

除
5
．

そ
の

他
(
　

　
　

)

福
岡

県
知

事
殿

つ
ぎ

の
と

お
り

申
告

し
ま

す
。

　
　

　
　

　
　

　
　

　
年

　
　

月
　

　
日

　
（

納
税

者
控

）

納 税　義 務 者

登録番号

（車両番号）

運
輸

支
局

等
車

種
区

分
か

な
番

　
　

号

（
右

詰
で

記
入

）
（

右
詰

で
記

入
）

4
.
平

成
5
.
令

和

年号

住所又は所在地
0
1
．

ノ
ン

ス
テ

ッ
プ

バ
ス

　
0
2
．

リ
フ

ト
付

き
バ

ス
（

乗
車

定
員

3
0
人

以
上

）
0
3
．

リ
フ

ト
付

き
バ

ス
（

乗
車

定
員

3
0
人

未
満

）
　

0
4
．

ユ
ニ

バ
ー

サ
ル

デ
ザ

イ
ン

タ
ク

シ
ー

　
0
5
.
Ａ

Ｓ
Ｖ

（
衝

突
被

害
軽

減
ブ

レ
ー

キ
搭

載
車

両
等

）

区
分

車
両

本
体

（
課

税
標

準
基

準
額

）

付
加

物

①

軽
自

動
車

税
（

環
境

性
能

割
）

修
正

申
告

書
自

動
車

税

十
円

（
都

道
府

県
、

市
町

村
名

、
番

地
ま

で
を

記
入

）
用途

1
．

普
通

　
2
．

小
型

3
．

三
輪

　
4
．

軽

税率区分
（

ビ
ル

・
ア

パ
ー

ト
・

マ
ン

シ
ョ

ン
及

び
棟

室
番

号
を

左
詰

で
記

入
）

0
1
．

乗
用

車
　

0
2
．

ト
ラ

ッ
ク

(
貨

物
)
　

0
3
．

ト
ラ

ッ
ク

(
貨

客
兼

用
車

)
　

0
4
．

ト
ラ

ッ
ク

(
け

ん
引

車
)
　

0
5
．

ト
ラ

ッ
ク

(
被

け
ん

引
車

)
0
6
．

バ
ス

(
一

般
乗

合
用

)
　

　
0
7
．

バ
ス

(
そ

の
他

(
　

　
　

　
　

)
)
　

0
8
．

三
輪

小
型

　
　

　
0
9
．

特
種

用
途

自
動

車
(
　

　
　

　
　

)
1
0
．

そ
の

他
(
　

　
　

　
　

　
)
　

1
1
．

バ
ス

(
一

般
貸

切
用

)

万
千

百

〒

月
日
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第

1
2
1
号

の
７
様

式
そ
の

２
（
第

７
１
条

の
２
関

係
）

申告区分

1
．

新
規

登
録

(
新

車
)
　

2
．

新
規

登
録

(
中

古
車

)
3
．

移
転

登
録

　
　

　
　

4
．

そ
の

他
(
　

　
　

　
)

取得原因

1
．

売
買

　
　

2
．

相
続

3
．

贈
与

　
　

4
．

所
有

権
留

保
解

除
5
．

そ
の

他
(
　

　
　

)

福
岡

県
知

事
殿

つ
ぎ

の
と

お
り

申
告

し
ま

す
。

　
　

　
　

　
　

　
　

　
年

　
　

月
　

　
日

　
（

納
税

者
控

）

車
　

　
台

　
　

番
　

　
号

運
輸

支
局

等
車

種
区

分
か

な
番

　
　

号

税率区分

十
円

登録番号

（車両番号）

登
録

（
取

得
）

年
月

日
車

　
　

　
　

　
　

名
型

　
　

　
　

　
　

　
式

（
右

詰
で

記
入

）
（

右
詰

で
記

入
）

4
.
平

成
5
.
令

和

年号
年

月
日

1
．

普
通

　
2
．

小
型

3
．

三
輪

　
4
．

軽
用途

0
1
．

乗
用

車
　

0
2
．

ト
ラ

ッ
ク

(
貨

物
)
　

0
3
．

ト
ラ

ッ
ク

(
貨

客
兼

用
車

)
　

0
4
．

ト
ラ

ッ
ク

(
け

ん
引

車
)
　

0
5
．

ト
ラ

ッ
ク

(
被

け
ん

引
車

)
0
6
．

バ
ス

(
一

般
乗

合
用

)
　

　
0
7
．

バ
ス

(
そ

の
他

(
　

　
　

　
　

)
)
　

0
8
．

三
輪

小
型

　
　

　
0
9
．

特
種

用
途

自
動

車
(
　

　
　

　
　

)
1
0
．

そ
の

他
(
　

　
　

　
　

　
)
　

1
1
．

バ
ス

(
一

般
貸

切
用

)

〒
（

都
道

府
県

、
市

町
村

名
、

番
地

ま
で

を
記

入
）

納 税　義 務 者

住所又は所在地

種別

0
1
．

低
燃

費
車

(
乗

用
車

)
（

　
　

　
年

度
基

準
　

　
　

%
 
達

成
)
　

0
2
．

低
燃

費
車

(
バ

ス
・

ト
ラ

ッ
ク

)
（

　
　

　
年

度
基

準
　

　
　

%
 
達

成
)

0
3
．

電
気

　
0
4
．

天
然

ガ
ス

　
0
5
．

プ
ラ

グ
イ

ン
ハ

イ
ブ

リ
ッ

ド
　

0
6
．

ク
リ

ー
ン

デ
ィ

ー
ゼ

ル
乗

用
車

（
ビ

ル
・

ア
パ

ー
ト

・
マ

ン
シ

ョ
ン

及
び

棟
室

番
号

を
左

詰
で

記
入

）
特例区分

0
1
．

ノ
ン

ス
テ

ッ
プ

バ
ス

　
0
2
．

リ
フ

ト
付

き
バ

ス
（

乗
車

定
員

3
0
人

以
上

）
0
3
．

リ
フ

ト
付

き
バ

ス
（

乗
車

定
員

3
0
人

未
満

）
　

0
4
．

ユ
ニ

バ
ー

サ
ル

デ
ザ

イ
ン

タ
ク

シ
ー

　
0
5
.
Ａ

Ｓ
Ｖ

（
衝

突
被

害
軽

減
ブ

レ
ー

キ
搭

載
車

両
等

）

区
分

修
正

申
告

額
イ

既
に

確
定

し
た

税
額

ロ
こ

の
申

告
に

よ
り

納
付

す
べ

き
額

イ
－

ロ

百
十

万

電
 
話

番
 
号

（
左

詰
で

記
入

）

ハ
(
ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞ
ﾅ
)

氏
 
名

又
は

名
 
称

取得価額

車
両

本
体

（
課

税
標

準
基

準
額

）

百
十

万
千

百

印

付
加

物

課
税

標
準

額
①

百
十

円

０

Ｂ

／
1
0
0

／
1
0
0

税
額

①
×

②
Ａ

税
率

②
.

.

０
０

０
０

０
０

主
た

る
定

置
場

納
付

額
Ａ

＋
Ｂ

譲渡人又は所有者

０
０

０
０

０

十
円

氏
 
名

又
は

名
 
称

０

自
動

車
税

（
環

境
性

能
割

）
修

正
申

告
書

軽
自

動
車

税

この欄は汚さないでください。 備
考

０
０

０

百
十

万
千

百
(
ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞ
ﾅ
)

住
 
 
所

又
は

所
在

地

千

延
滞

金
額
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第

1
2
1
号

の
７
様

式
そ
の

３
（
第

７
１
条

の
２
関

係
）

登録番号

（車両番号）

運
輸

支
局

等
車

種
区

分
か

な
番

　
　

号

自
動

車
税

（
環

境
性

能
割

）
（

修
正

申
告

）
連

絡
票

軽
自

動
車

税

円
環

　
境

　
性

　
能

　
割

納
　

付
　

税
　

額
０

０
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第

1
2
1
号

の
７
様

式
そ
の

４
（
第

７
１
条

の
２
関

係
）

自
動

車
税

（
環

境
性

能
割

）
修

正
申

告
書

軽
自

動
車

税

登録番号

（車両番号）

登
録

（
取

得
）

年
月

日
車

　
　

　
　

　
　

名
型

　
　

　
　

　
　

　
式

（
右

詰
で

記
入

）
（

右
詰

で
記

入
）

申告区分

1
．

新
規

登
録

(
新

車
)
　

2
．

新
規

登
録

(
中

古
車

)
3
．

移
転

登
録

　
　

　
　

4
．

そ
の

他
(
　

　
　

　
)

取得原因

1
．

売
買

　
　

2
．

相
続

3
．

贈
与

　
　

4
．

所
有

権
留

保
解

除
5
．

そ
の

他
(
　

　
　

)

福
岡

県
知

事
殿

つ
ぎ

の
と

お
り

申
告

し
ま

す
。

　
　

　
　

　
　

　
　

　
年

　
　

月
　

　
日

　
（

納
税

者
控

）

車
　

　
台

　
　

番
　

　
号

運
輸

支
局

等
車

種
区

分
か

な
番

　
　

号

4
.
平

成
5
.
令

和

年号
年

月
日

（
都

道
府

県
、

市
町

村
名

、
番

地
ま

で
を

記
入

）

税率区分
納 税　義 務 者

住所又は所在地

種別

0
1
．

低
燃

費
車

(
乗

用
車

)
（

　
　

　
年

度
基

準
　

　
　

%
 
達

成
)
　

0
2
．

低
燃

費
車

(
バ

ス
・

ト
ラ

ッ
ク

)
（

　
　

　
年

度
基

準
　

　
　

%
 
達

成
)

0
3
．

電
気

　
0
4
．

天
然

ガ
ス

　
0
5
．

プ
ラ

グ
イ

ン
ハ

イ
ブ

リ
ッ

ド
　

0
6
．

ク
リ

ー
ン

デ
ィ

ー
ゼ

ル
乗

用
車

（
ビ

ル
・

ア
パ

ー
ト

・
マ

ン
シ

ョ
ン

及
び

棟
室

番
号

を
左

詰
で

記
入

）
特例区分

0
1
．

ノ
ン

ス
テ

ッ
プ

バ
ス

　
0
2
．

リ
フ

ト
付

き
バ

ス
（

乗
車

定
員

3
0
人

以
上

）
0
3
．

リ
フ

ト
付

き
バ

ス
（

乗
車

定
員

3
0
人

未
満

）
　

0
4
．

ユ
ニ

バ
ー

サ
ル

デ
ザ

イ
ン

タ
ク

シ
ー

　
0
5
.
Ａ

Ｓ
Ｖ

（
衝

突
被

害
軽

減
ブ

レ
ー

キ
搭

載
車

両
等

）

区
分

修
正

申
告

額
イ

既
に

確
定

し
た

税
額

ロ
こ

の
申

告
に

よ
り

納
付

す
べ

き
額

イ
－

ロ

電
 
話

番
 
号

（
左

詰
で

記
入

）

課
税

標
準

額
①

1
．

普
通

　
2
．

小
型

3
．

三
輪

　
4
．

軽
用途

0
1
．

乗
用

車
　

0
2
．

ト
ラ

ッ
ク

(
貨

物
)
　

0
3
．

ト
ラ

ッ
ク

(
貨

客
兼

用
車

)
　

0
4
．

ト
ラ

ッ
ク

(
け

ん
引

車
)
　

0
5
．

ト
ラ

ッ
ク

(
被

け
ん

引
車

)
0
6
．

バ
ス

(
一

般
乗

合
用

)
　

　
0
7
．

バ
ス

(
そ

の
他

(
　

　
　

　
　

)
)
　

0
8
．

三
輪

小
型

　
　

　
0
9
．

特
種

用
途

自
動

車
(
　

　
　

　
　

)
1
0
．

そ
の

他
(
　

　
　

　
　

　
)
　

1
1
．

バ
ス

(
一

般
貸

切
用

)

〒

ハ
(
ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞ
ﾅ
)

氏
 
名

又
は

名
 
称

取得価額

車
両

本
体

（
課

税
標

準
基

準
額

）

百
十

万
千

百
十

円

印

付
加

物

／
1
0
0

／
1
0
0

(
ﾌ
ﾘ
ｶ
ﾞ
ﾅ
)

税
額

①
×

②
Ａ

住
 
 
所

又
は

所
在

地
税

率
②

.
.

千
百

十
円

０

十
円

氏
 
名

又
は

名
 
称

０
０

０
０

百
十

万
千

百

０
０

延
滞

金
額

Ｂ
０

０
主

た
る

定
置

場

納
付

額
Ａ

＋
Ｂ

譲渡人又は所有者

０
０

０
０

０

百
十

万

取
得

価
額

(
本

体
)

取
得

価
額

（
付

加
物

）

税
額

備
考

０
０

この欄は汚さないでください。

申
告

書

取
得

年
月

日

税
率

特
例
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第 号の８様式（第71条の３関係） 

  

決裁 係 員 係 長 課 長 
副 所

長 
所 長 整 理 番 号 

年

月

日 

          

※ 

照 合 番 号 

※ 
 
 

 

 
自 動 車 税 
軽自動車税 

 
（環境性能割）の  

 
納税義務免除申告書 
還 付 申 請 書 

  
  

      

  
  

 
   年  月  日 

  

 福岡県   県税事務所長様 

譲渡担

保財産

の内容 

車 名 型 式 車台番号 
原 動 機 の 

型 式 
種別・用途 

自 動 車 登 録 

( 車 両 ) 番 号 

           

使用の本拠の位置  

納 付 

税 額 

円 

 

納 付 

年月日 
・ ・ 還付申請額 

円 

 

譲渡担 

保財産 

認定年 

月 日 

・ ・ 
譲 渡 担 保 権 者 か ら 譲 渡 担 保 

財 産 設 定 者 に 当 該 譲 渡 担 保 

財産が移転 し た(す る)年 月 日 

    ・  ・ 

( ・  ・ ) 

譲渡担保財産 

設 定 者  

住所(所在地)   

氏名 (名称 )   

  福岡県税条例第57条の３の規定により 
自 動 車 税 

軽自動車税 
（環境性能割）の 納税義務免除申告書 

還 付 申 請 書 
 

提出します。 

住所(所在地)         (郵便番号    ) 

 

             納税義務 者  氏名(名 称)               ○印   
 

個 人 番 号 
           又  は 

法 人 番 号 
      （右詰で記載） 

             

 ※  事 務 処 理 事 項 

 

 

 

 

 

通知書発送年月日 

番    号 

年  月  日 

号 

調 査 年 月 日 

調 査 員 

 

年  月  日 

印 

 注 １ ※印の欄は、記入の必要はありません。 

   ２ 譲渡担保に関する契約書その他免除を証する書面を添付してください。 

譲渡担保財産の取得に係る 

受 付 印  

を 
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第 号の９様式（第71条の３関係）      

  

譲渡担保財産の取得に係る     （環境性能割）の徴収猶予許可（不許可、取消）通知書 

  

申告者 

住 所 

（所在地） 
  

決 議 番 号

お よ び

年 月 日 

第       号 

年  月  日 

氏 名 

（名称） 
  

照 合 番 号

登録（届出） 

年 月 日 

第       号 

年  月  日 

譲渡担

保財産

の内容 

登 録 番 号 

（車両番号） 
  

徴 収 猶 予

通 知

年 月 日 

年  月  日 

車 名 型 式 車台番号 原動機の型式 納付すべき

金 額 

円 

        
徴 収 猶 予

金 額 

円 

自動車の種別および用 途 

  
徴 収 猶 予

取 消 金 額 

円 

譲渡担保財産設

定者へ移転予定

年月日 

年  月  日 
徴 収 猶 予

期 間 

年 月 日から 

年 月 日まで 

申告者                            年  月  日 

             殿                                                     印 

                                                                                   

福岡県  県税事務所長    

 

     年  月  日申告の（付けで許可していた）徴収猶予については、上記のとおり許可する

（許可しない、取り消す）こととしたので通知します。 

 

教示 

１ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、

福岡県知事に対して審査請求をすることができます。 

  なお、審査請求をする場合、審査請求書は、正副２通を提出しなければなりませんが、なるべく所

轄県税事務所長を経由して提出することとしてください。 

２ この処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することがで

きません。審査請求の裁決を経た後は、その裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以

内に福岡県を被告として（代表者は福岡県知事となります。）この処分の取消しの訴えを提起すること

ができます。 

ただし、次の（１）から（３）までのいずれかに該当する場合には、審査請求に対する裁決を経ない

で、この処分の取消しの訴えを提起することができます。 

（１）審査請求があった日の翌日から起算して３か月を経過しても裁決がないとき。 

（２）処分、処分の執行又は手続の続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 

（３）その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年を経過した場合

は、審査請求をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁決のあった日の翌日から起算して

１年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由が

あるときは、上記の期間やこの処分（審査請求に対する裁決）があった日の翌日から起算して１年を経

過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があり

ます。 

不許可（取消）理

由該当条項 
  

 

 

自 動 車 税 

軽自動車税 
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附
　
則

　
（
施
行
期
日
）

１�　

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
、
第
三
十
三
条
の
二
、

第
七
十
四
号
様
式
及
び
第
七
十
五
号
様
式
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
（
経
過
措
置
）

２�　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
な
お
所
要
の
修
正
を
し

て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

福
岡
県
証
紙
代
金
収
納
計
器
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
元
年
九
月
二
十
七
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
三
号

　
　
　

福
岡
県
証
紙
代
金
収
納
計
器
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
証
紙
代
金
収
納
計
器
取
扱
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
福
岡
県
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
第
四
十
二
条
第
四
項
」
を
「
第
五
十
七
条
第
三
項
」
に
、
「
第
五
十
三
条
の
二
第
六
項

」
を
「
第
五
十
七
条
の
九
第
六
項
」
に
改
め
、
「
及
び
自
動
車
取
得
税
」
を
削
る
。

　

第
二
条
中
「
第
四
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
五
十
七
条
第
一
項
」
に
、
「
条
例
第
五
十
三
条
の
二
第

二
項
」
を
「
第
五
十
七
条
の
九
第
二
項
」
に
、
「
第
百
二
十
三
条
」
を
「
第
百
六
十
一
条
」
に
、
「
に

よ
つ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
、
「
又
は
自
動
車
取
得
税
（
当
該
自
動
車
取
得
税
」
を
「
（
当
該
自
動
車

税
の
環
境
性
能
割
」
に
改
め
、
「
又
は
自
動
車
取
得
税
額
」
を
削
り
、
「
又
は
自
動
車
取
得
税
の
申
告

書
」
を
「
の
申
告
書
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
第
二
項
中
「
及
び
自
動
車
取
得
税
」
を
削
る
。

　

第
六
条
第
一
項
第
二
号
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
「
及
び
自
動
車
取
得
税
」
を
削
る
。

　

第
八
条
第
一
項
中
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
条
第
四
項
中
「
及
び
自
動
車
取
得
税
」
を
削
る
。

　

第
十
三
条
中
「
及
び
自
動
車
取
得
税
額
」
を
削
り
、
「
百
分
の
百
八
」
を
「
百
分
の
百
十
」
に
改
め

る
。

　

第
十
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
又
は
自
動
車
取
得
税
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
及
び
自
動
車
取

得
税
額
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
自
動
車
取
得
税
」
を
削
る
。

　

様
式
第
一
号
中
「自

動
車
取
得
税

」
及
び
「自

動
車
税

」
を
削
る
。

　

様
式
第
四
号
中
「行
な
い
た
い

」
を
「行

い
た
い

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
七
号
、
様
式
第
八
号
及
び
様
式
第
十
二
号
中
「お

届
け
し
ま
す

」
を
「届

け
出
ま
す

」
に
改

め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１�　

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式
第
四
号
、
様
式
第
七
号
、

様
式
第
八
号
及
び
様
式
第
十
二
号
の
改
正
規
定
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
福
岡
県
証
紙
代
金
収
納
計
器
取
扱
規
則
に
定
め
る
旧
様
式
は
、
当
分

の
間
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
元
年
九
月
二
十
七
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
四
号

　
　
　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
十
五
条
第
二
号
ヘ
中
「
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
二
十�

五
号
）
」
を
「
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
三
号
）
附
則

第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
九
条
の
規
定
に

よ
る
廃
止
前
の
地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
二
十
五
号
）
」
に

改
め
、
同
号
中
ヲ
を
ワ
と
し
、
チ
か
ら
ル
ま
で
を
リ
か
ら
ヲ
ま
で
と
し
、
ト
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

　

チ�　

特
別
法
人
事
業
税
及
び
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
四
号

）
の
規
定
に
基
づ
く
特
別
法
人
事
業
譲
与
税
に
関
す
る
こ
と
。

　

第
十
五
条
第
五
号
イ
中
「
、
自
動
車
取
得
税
」
を
削
る
。
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方
法
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
第
二
号
イ
中
「
、
自
動

車
取
得
税
」
を
削
り
、
「
証
紙
」
を
「
証
紙
徴
収
の
方
法
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法

」
に
改
め
、
同
条
第
十
二
項
の
表
福
岡
県
北
九
州
東
県
税
事
務
所
、
福
岡
県
飯
塚
・
直
方
県
税
事
務
所

及
び
福
岡
県
久
留
米
県
税
事
務
所
の
項
中
「
自
動
車
税
」
の
下
に
「
の
種
別
割
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

令
和
元
年
十
月
一
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

　
福
岡
県
告
示
第
三
百
二
十
五
号

　

福
岡
県
の
財
務
担
当
所
及
び
取
引
店
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

　
　

令
和
元
年
九
月
二
十
七
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

　
　
　

福
岡
県
の
財
務
担
当
所
及
び
取
引
店
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

福
岡
県
の
財
務
担
当
所
及
び
取
引
店
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
三
十
九
年
四
月
福
岡
県
告
示
第

二
百
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
の
表
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

第
七
十
四
条
第
一
項
第
四
号
イ
⑴
中
「
、
自
動
車
取
得
税
及
び
証
紙
」
を
「
及
び
証
紙
徴
収
の
方
法

又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
イ
⑶
中
「
自
動
車
税
」
の
下
に

「
の
種
別
割
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
自
動
車
取
得
税
及
び
証
紙
」
を
「
証

紙
徴
収
の
方
法
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
イ
⑴
及
び
⑵
中

「
自
動
車
取
得
税
及
び
」
を
削
り
、
同
号
イ
⑷
中
「
自
動
車
取
得
税
」
を
「
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割

」
に
改
め
、
「
自
動
車
税
」
の
下
に
「
の
種
別
割
」
を
加
え
、
同
号
ロ
⑴
中
「
自
動
車
取
得
税
及
び
」

を
削
り
、
同
号
ロ
⑵
中
「
自
動
車
取
得
税
」
を
「
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
」
に
、
「
（
当
該
自
動
車

税
」
を
「
の
種
別
割
（
当
該
自
動
車
税
の
種
別
割
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
三
号
イ
中
「
、
自
動
車

取
得
税
」
を
削
り
、
「
証
紙
」
を
「
証
紙
徴
収
の
方
法
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
」

に
改
め
、
同
項
第
五
号
イ
⑷
中
「
自
動
車
税
」
の
下
に
「
の
種
別
割
」
を
加
え
、
同
号
ロ
⑵
中
「
（
当

該
自
動
車
税
」
を
「
の
種
別
割
（
当
該
自
動
車
税
の
種
別
割
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
第
二
号
イ
中
「

、
自
動
車
取
得
税
」
を
削
り
、
「
証
紙
」
を
「
証
紙
徴
収
の
方
法
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す

る
方
法
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
イ
⑶
中
「
自
動
車
税
」
の
下
に
「
の
種
別
割
」
を
加
え
、
同
条
第
五

項
第
三
号
中
「
自
動
車
取
得
税
及
び
証
紙
」
を
「
証
紙
徴
収
の
方
法
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用

す
る
方
法
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
イ
⑴
中
「
自
動
車
取
得
税
及
び
」
を
削
り
、
同
号
イ
⑶
中
「
自
動

車
取
得
税
」
を
「
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
」
に
改
め
、
「
自
動
車
税
」
の
下
に
「
の
種
別
割
」
を
加

え
、
同
条
第
六
項
第
三
号
イ
⑴
中
「
、
自
動
車
取
得
税
」
を
削
り
、
「
証
紙
」
を
「
証
紙
徴
収
の
方
法

又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
イ
⑶
中
「
自
動
車
税
」
の
下
に

「
の
種
別
割
」
を
加
え
、
同
条
第
七
項
第
二
号
イ
中
「
、
自
動
車
取
得
税
」
を
削
り
、
「
証
紙
」
を
「

証
紙
徴
収
の
方
法
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
第
三
号
中
「

自
動
車
取
得
税
及
び
証
紙
」
を
「
証
紙
徴
収
の
方
法
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
」
に

改
め
、
同
項
第
四
号
イ
⑴
中
「
自
動
車
取
得
税
及
び
」
を
削
り
、
同
号
イ
⑶
中
「
自
動
車
取
得
税
」
を

「
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
」
に
改
め
、
「
自
動
車
税
」
の
下
に
「
の
種
別
割
」
を
加
え
、
同
条
第
九

項
第
三
号
中
「
自
動
車
取
得
税
及
び
証
紙
」
を
「
証
紙
徴
収
の
方
法
又
は
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用

す
る
方
法
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
イ
⑴
及
び
⑵
中
「
自
動
車
取
得
税
及
び
」
を
削
り
、
同
号
イ
⑷
中

「
自
動
車
取
得
税
」
を
「
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
」
に
改
め
、
「
自
動
車
税
」
の
下
に
「
の
種
別
割

」
を
加
え
、
同
号
ロ
⑴
中
「
自
動
車
取
得
税
及
び
」
を
削
り
、
同
号
ロ
⑵
中
「
自
動
車
取
得
税
」
を
「

自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
」
に
、
「
（
当
該
自
動
車
税
」
を
「
の
種
別
割
（
当
該
自
動
車
税
の
種
別
割

」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
第
二
号
イ
中
「
、
自
動
車
取
得
税
」
を
削
り
、
「
証
紙
」
を
「
証
紙
徴
収
の

告
　
　
　
示

粕
屋
新
光
園

新
宮
高
等
学
校

福
岡
特
別
支
援
学
校

〃

�　

新
宮
支
店

こ
ど
も
療
育
セ
ン
タ
ー
新
光
園
新
宮
高
等
学
校

福
岡
特
別
支
援
学
校

〃

�　

新
宮
支
店
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